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は し が き

この 会 計 ・税務研 究委員会が、 助 日本 経営 情 報開発 協会 の 中 に 設 け られ て か

ら、 早 や3年 有 半 を経過 した 。そ もそ も、 この委 員会 が設 置 さ れ た動 機 は 、

資本 の 自 由化 、国 際競 争 の激 化 す る世 界経 済 の中 に あって、 わ が国 の 企業 が

一 層 近 代 化 を推 し進 め る方 策 の一 環 と して 、 財務 ・会計部 門 の 電算 機化 につ

い て如 何 な る措 置 を とるべ き か を研 究 す る こ とで あ った。 そ の間 国 際 的 には 、

円の切 上 げ 問題 、 国 内的 に は インフ レ の先 進、 環 境 諸問題 の発 生 等 、 企業 経

営 は ま す ます きび しい 立場 に追 い こま れつ つ ある。 今後、 これ らの難 問 を 解

決 しな が ら、更 に発 展 を続 け て行 くため には 、企 業 は一 層 の経 営 合 理 化 に 取

組 ま なけ れ ば な らず 、財務 ・会 計部 門 も例 外 で は ない。

こ の委 員会 の活 動 は、 す でに幾 つか の報 告 書 に よって広 く内外 に知 って い

ただ い て い る し、 商法 改正 等 の 必要 な措 置 に つ いて は、 しば しば 関係 方 面 へ

要望 を して きた 。 電算 機 を媒 介 と した近 代 的 な経 営 情報 体 系 を編成 す る一 過

程 と して、 財務 ・会 計部 門 の 電算 機 化 に 関す る諸 問題 は、本 年度 の この報 告

に よっ てほ ぼ研 究 しえ た もの と思 われ る。 す なわ ち、 昭和47年 度 の研 究 は 、

前年 度 に引 きつ づ き、法 律 ・税 務 、会 計 ・簿 記、 監査 マニ ァ ル の3部 会 で税

務 上 の取扱 い、 監査 実 施上 の基 準 、 監査 プ ロ グ ラムの開発 に つ き、 そ れぞ れ

研 究 を重 ね た。

法 律 ・税 務部 会(主 査 ・矢 沢 委 員)で は 、 武 由委 員 を中心 に、 特 に税 法 上

の取 扱 い に っい て、 検討 を行 な っ た。 それ は 、46年 度 報告 に お い て、本 委

員 会 が、 税 法上 の措 置 と して、 希 望 す る事項 を開陳 した のに対 し・ 松本 特 別

委 員 よ り 「機 械 化会 計 法 人 の帳 簿 要 件 等 の改 正(試 案)」 な る考 え方 が具 体

的 に 提 示 され た ので、 当部会 は、 この試案 を中心 に研 究 をす す め 、 そ の結 果



をま とめ た。 同試案 は 、従来 の ビジ ブル な会 計処 理方 式 に 加 え て、 イ ン ビ ジ

ブル な処理 方 式 を も認 め た極 めて進 歩 的 な もの と評価 され よ う。

但 し・ 個 々の 内容 に つい てば ・・:その考 え方 や 適用 が 企業 の電算 機 利 用 の実

状 か らみ て、一な お検討 さ れ るべ き事 項 を含ん で い る もの も あるの で)'亡 の点

を明 らか に し.た。 これ らの点 につ い ては 、,一当局 に おい で更 に 検 討 され るζ ど

を期 待 す る。...㌧ ∵.

会 計 ・簿 記 部会(主 査 ・.大山委 員)に お い て は 、電算 機 に よる会 計を 監査

す る場合 の基 本的 な考 え方 や、 予 備 調査 、 実 態 監査 を通 じ る 共通 問 題 を検 討

し、.さ らに、・EDP会 計 監査 の 具体 的 な実 施 手 続 を明 確 に.する こ とに努 めた。

た ま たま 公 認会 計 士 協会 で は 、 「企業 が電子 計 算 機 を導 入 して.い.る場 合 に お

け る監査 手 続 ガ イ ドラ,イン(案)」 を作成 さ れ る よう で あ る が、.当 部 会 の研

究は 同案 ど関連 を もつ一もの で あ り、実 際 の 監査 に当 っ て色 々 と貢 献 す,る もの

と思 わ れ る1。,、'・-t'r,.n

濫 査 マ ニ ァル部 会(主 査 ・石 田委 員)で は 、前 年度 の サ ンプ リング ・プ ロ

グ ラム の 実 験 の結 果 に 鑑 み、'従来 の サ ンプ リ馳ツ,グ理 論 が会 計 デ ー タの もつ特

異 性 に対 して十 分 な妥 当性 を もつ か 否か を統 計 理論 的 に研 究す る こ とに努 め

た。1一そ こで、;197エ 年 に井 尻 ・'カプ ラ ン両教 授が発 表 され た 「統合 的 サ ン

プ リング ・モ デ ル上 を検討 し、・前 年 度使 用 した会 計 デ ー タ を用 い て実験 を行

な った。 この モデ ルは 、従来 のサ ン プ リングが 単 に母 集 団 の特 徴 を如 何 に う

ま ぐ反 映す るか とい う』こ とに主 眼 を置 い て喚 た のに対 し、会 計監 査 上 の特 性

を加 味 して上 記の 目的 のほ か にべ 金 額 的 に重 要 な もの を 多 ぐ含 む サ ン プ ル、と

比較 的 誤 謬 が発 生 しや す い ど認 め られ る部分 か らの サ ン プ ル.を多 ぐとる とい

う目的 を もった もの で ある。 ζれ は従 来 監査 人 が 試 査 を行 な う場合 に ・当 然

考 えて い る 事柄 で あ り、 従 って この モ デ ルは 監査 人 の可 成 りの経験 と知 識 を
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必要 とす る もの で あ るが、 そ れ だ けに 実用性 の 高 い もの と言 え る。 実験 の結

果 は 、概 ね満 足 し うる もので あ り、今 後 会 計 事務 所 が現 実 の デ ー タに よって

実験 を重 ね れ ば十 分実 用 に た え うる もの と思 わ れ る。

なお この報告 書 の作 成 に 当 っては 官庁 側 の特 別 委 員 に も懇 切 な協 力 を して

い た 貰い た ので あ るが 、 ここに示 され た意 見 に わた る部 分は 決 して特 別 委 員

を拘 束す る もの で は な い こ とを特 にお 断 りす る。

本委 員 会 は概 ねそ の 目的 を達 したの で48年3月 を もって一 応 解散 す る こ

ととな るが、 そ の間 当初 よ り最 も熱 望 した商法 改 正 が他 の種 々 の事情 か らま

だ実 現 の運 び に 至 って い ない の は誠 に残 念 で ある。但 し関係 当 局 も改 正 の趣

旨に つ い ては十 分 に 理解 され て お り、 い つれ近 い将 来 、本 委 員 会 の研究 成果

が具 体化 され る もの と思 わ れ る。3年 有 半 に亘 り熱 心 に研 究 に 従 事 され た委

員 各位 に 対 し深 く感 謝 す る とと もに、 この聞手 厚 い配慮 を下 され た 日本 経 営

情 報 開発 協 会 の役 員 な らびに職 員 の方 々 に厚 く謝 意 を表 す る。

昭和48年3月
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第1部EDP会 計と税法上の帳簿書類
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は じ め に

`

4

当 委員 会はEDP会 計 と法律上 の問題 につ いて数年来研究を続 けて きた。

特に46年 度はEDP会 計の商法上の取扱いに関す る規定の改正が他の与件

に よっ・て遅 延 したため、主 として税法上 の取 扱いについての検討 を続 け、問

題 点の抽出 とその調整 を行 な うとともに、今後検討すべ き事項 を研究報告

(第3集)に 示 した。

当委員会の研究結果 を も考慮 に入れ、4ケ 年11月 初旬当委員会特別委員

で ある国税庁調査査察 部調査課長松本久男氏 より別掲の よ うに 「機械 化会計

法人 の帳簿要件等 の改正(試 案)」(以 下 「試案 」とい う)と 題 して、ED

P会 計の税法上 の取扱い に関す る考え方が示 された。

・当委員会は提出 された 「試案 」を数回 の会合 を開催 し研究 を続 けて きたが
、

当委 員会 の 「試 案 」に対 する研究結果 の概要 は次の通 りである。

,

●
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第1章 研 究 の 前 提

EDP会 計 につ い て税 法 上 そ の位置 づ け を明 らか に し、 あ わせ てそ の取 扱

いの 方 向を示 唆 した今 回 の 「試 案 」は、 伝統 的 な グィ ジ ィブ ル な会計 処理方

式 に加 え て、 イ ン ヴィ ジィブ ル な会計 処 理 方 式 を 認め た とい う点 で高 く評価

され るo

同時 に、 当 委員 会 は 「試 案 」を前 向 き に受 け とめ て はい る もの の、「試案 」

に 含 まれ てい る考 え方 とそ の現 実 の適 用 に っ い て、 企業 の コ ン ピュー タ利 用

の実 態か ら判断 し、か なり検討すべ き事 項が存在 し、今後 さ らに研究を要す

る多 くの 問題 が含 まれ てい る と考 え る。 「試 案 」研究 の前 提 と して、EDP

会計 処 理 とそ の税 法 上 の 取 扱 いにつ い で とれ ま で の'当委 員 会 の 研究 結果 を踏

ま え、 これ を 「試 案 」と対比 してみ る とさ し あた り考慮 す べ き事 項 と して次

の3点 を あげ る こ とが で き よ う。

ま ず、 第1は 現 在 の段 階 にお い てはEDP会 計 を採 用す る 企業 の実 態 は非

常 に 多 岐 で あ る と同時 に流 動 的 で あ る ことが指 摘 で き る。 業 種、 企業 規模 に

よってEDP会 計 処 理 の 目的 が異 な り、 また導 入 した コン ピ ュー タの性 能 に

よって 会計 処理 の範 囲 、 方法 も異 な っ て くる こと も 自明 の理 で あろ う。 加 え

て、 導 入 の時 期、 そ の段 階 に よ って も企業 間 のEDP会 計 処理 の状 況 は ま ち

ま ちで ある こ とが いえ よ う。 したが って、 「試 案 」はそ の具体 的 適 用 と現実

の運 用 に あた って十 分 な理 解 と弾 力 的 な 取 扱 いが 示 され てい る もの の、 そ の

内 容 に お い て一 部 に は一 律 的 あるいは形 式 主 義 的 な考 え方 が 散 在 してい る こ

とは今 後 の コン ピュ ー タ会 計 の展 開 に 影 響 を.与え るの ではな いか と危惧 され

てい るo

第2に 、 商 法 との調 整 、 証 券取 引法 な ど他 の 関係 法 令 との調 和 を 「試 案 」
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●

●

●

●

と どの よ うに行 な うか とい う点 が問 題 で あろ う。 例 えば 税 法 に お い て は、そ

の諸規 定 が 商法 お よび そ の計 算 規定 に依 る こ とが 多 く、 また 現実 の 会計 処理

に 関 して も証 券 取 引法 に定 め られ た手 続 きを も含 め て の実 務 処理 が行 なわれ

て い る こ とを考慮 した場合 、 この 「試 案 」は さ らに上記 の点 を含 め て総 合 的 な

検 討 を加 え る こ とが 必 要 で あ ろ う。

第3に 、 そ もそ も、 コ ン ピ ュー タを会計 業 務 に広 く採 用 し よ うとす る考え

方 は従 来 の伝 統 的会 計 処 理 に よ って 作成、 保存 され る帳簿 書 類 が 企業 規模 の

拡 大 につ れ て細 分 化 され、 か つ大 量 化 し、 それ らの迅 速 な処 理 が 不可 能 に な

ったた め、 会計 処 理 の 機械 化 を行 い、 作成 、 保存 す べ き帳 簿書 類 を磁 気 テー

プ、 デ ィス クな どの磁 気 フ ァ イル に置 換 し、会 計 業 務 の合 理 化 をはか ろ うと

す る ことを 目的 と して い る。 した が って、 磁 気 フ ァイル 化 され た帳 簿書 類 を

も法 律上 帳 簿 書類 と して認知 す べ きであ る とい う従 来 か らの意 見 も この点 を

根 と して生 じて きて い る。 しか し第1の 点 で述 べ た よ うに 、 企業 に お け るE

DP会 計 の 現 状 か らな お経 営 管 理資 料 、経 理 資料 の 多 くを プ リン トア ウ トさ

れ た会計 記 録 に依存 してい る 企業が 多い 。か か る点 か ら現 在 法 人税 法 の 取扱

い の上 で、 コ ン ピュー タに よる会計 処理 を行 ってい る企 業 が法 人 税 法 施 行 規

則に定 め られ た帳 簿書 類 を保 存 してい るに もか か わ らず、 「試 案 」に おけ る

ように 、 そ の基 本 的 考 え方 と して、磁 気 ファ イ ル とハ ー ドコ ピー の併 用保 存 、

ドキ ュメン テ ー シ ・ンの保 存等 が要 請 され て い る こ とは、 一 定 条 件 の も とで

その保 存 省 略 を認 め てい るものの、そ の運 用 に よって は 企業 に お け る事 務 負担

の著 しい 増加 とな って現 わ れて くる こ とに な り、 第1で 述 べた コン ピュ ー タ

利 用 の現 状 か らみ て、 多 くの問題 を含 ん で い る とい うこ とが で き よ う。
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第2章 コ ン ピ ュ ー タ に よ つ てt'

作 成 さ れ る 会 計 記 録 の 保 存

以 上 の3点 を前 提 と して以 下 「試案 」の主要事 項 で あ る帳 簿書 類 の保存 等

につ い て の研 究結果 を記 す と次 の通 りで ある。

46年 度 当委 員 会は コン ピュー タに よ'って 作成 され る会 計記 録 の保 存 の形

態 につ い て二 つ の 考 え方 、 す なわ ち磁 気 フ ァイル と同一 の内容 の ハ ー ドコピ

ーが 保 存 され る場 合 で あって も磁 気 ファ イルの保 存 を義 務 づ け る必要 が ある

とい う考 え方 とそ の場合 に お い ては いず れか一 方 の選 択 的保 存 が 認 め られ る

べ きで あ る とい う考 え 方が 検 討 された 。 「右試案 」で は、 コン ピュー タに よっ

て会計 処 理 を行 う企業 に対 しで は、 伝 統 的 な帳簿 書 類(い わゆ る プ リン ト。

ア ウ トされ た帳 簿書 類)ど と もに、磁 気 フ ァイ ル化 さ れた 帳 簿書 類 の併 用保

存、 す なわ ち前 者 の考 え方 を 取 って いる 。保 存対 象 と され る磁 気 フ ァ イル の

範 囲は 「帳 簿 の記 録 また は決 算 手 続 に関 して利 用 」され た磁 気 ファ イル とさ

れ て お り、 そ の範 囲は か な り包括 的 に と らえ てい る。

「試 案 」に対 す る当 委員 会 の最 大 の関心 は この 点 に在 る。 プ リン トアウ ト

され た帳 簿書 類 と磁 気 フ ァイノレの併 用保 存 を原 則 とす る とい う この考え 方は 、

プ リン トア ウ トされ た帳 簿書 類 の記 録 の 真実 性 を裏 付 け るた め に不 可欠 な も

のであ る との考 え に立 ってい る よ うに 思 われ る。 そ の 点 をつ め て い くと コン

ピュー タの内 部に お い て所 与 の会 計 処理 が行 なわ れ、 そ れが 磁 気 フ ァイノレに

記 憶 され 、一 定 の 手 続 きを経 て プ リン トア ウ トされ る とい う通 常 の プ ロセ ス

にお い て、 「試 案 」の指 向 してい る記 録 の真 性 の ウエ イ トは ど ち らか といえ

ぱ、 磁 気 フ ァイル に お かれ てい る。 しか し、 コ ン ピュ ー タを 導入 し、EDP

会計処 理 を行な っている大多数 の 企業 の現 実 の会計 実 務 は プ リン トア ウ トされ
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た 帳 簿書 類 を 用 い て行 なわれ てい る 。 これ は記 録 の真 性 を両 者す な わ ち磁 気

フ ァ イル内 の記 録 とそ こか ら うちだ ざ れた記 録 を等 質 に考 え てい るか らに他

な ら なら 。一 定 の手 続 き を経 て プ リン トア ウ トされ た帳 簿書 類 は 企業 内 の会

計 管 理体 系 にお い て規制 を うけ、 そ れ を基 に して行 な われ る企 業 の会計 実 務

は 企業 経 営 を側面 か ら コン トロー ル して い るの が現状 とい って よい。一 方、

外 部監 査 として の証 券 取引 法 に も とつ く公認 会 計士 監 査 に遠 い て はEDPシ

ス テ ムにつ い て監 査人 と被監 査会 社 の協議 了解 が 前 提 で あ るに し'ても現 段 階

では 現実 の監査 対 象 とな る帳 簿書 類 は プ リン トア ウ トされ た もの に依 っ てお

り、 したが ってそ れ らの保 存 につ い て併 用保 存 を要 請 して い ない。 ま た、E

DP会 計 処 理 を行 な って い る 企業 に 対 す る税 務 調 査 も目下 の と ころ ヴィジブル

な プ リン トア ウ トに依 存 す る調 査手 法 を採用 す る場 合 が 多 く、EDP会 計 処

理 の実 務 につ いて調 査 側 と被 調 査 側 と で協議 し必 要 な措 置 が と らえ られ ては

い る ものの 、現 行 法上 ヴィ ジブル な帳 簿書類 を適正 な もの と して 取 扱 ってい

るo

ア メ リカでは1972年 以降 、 ア メ リカ 内国 歳入 庁通 達 に よって、EDP

に よ って会 計 処 理 を行 う企業 に対 し磁 気 ファ イル の保 存 を要 請 す る こ とを規

定 した 。 この背 景 は 、 ア メ リカに お い て 久 し く以前 か ら開 発が 行 な わ れたE

D.P監 査 の手法(auditingthroughthecomputer)が 実 用化 された

た め であ り、そ れ に よって 企業 に 対 して保 存 を要 請 した磁 気 フ ァイ ル を税 務

調 査 の上 で現 実 に活 用 で き、 しか も企業 に対 す る税 務調 査 の調 査 期 間 の短縮

一合理 化 が この手法 を採 用 す る こ とに よ
って可 能に な ったか ら で あ る。 プ リ

ン トア ウ トされ た帳 簿 書 類 の真 実 性 につ い て い え ば ①使 用 コ ン ピュー タの

機 種が 標 準 的 な もの で あ り、② 通 常 の業務 の プ ロセス にお いて継 続 的 に 作成

され、 ③ か つ 作成 さ れ た情報 が 管 理 体 系等 に お いて証 明 され る場 合 、 第三 者
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に対 して証 明 カ ー真 実性 が ある とされ て い る こ とは今 日にお い て も変 りな い。

か か る事 情 か ら考 慮 した場 合 、 「試 案 」.にみ られ る よ うに、 現 段 階 に お い

て 企業 に磁 気 フ ァイ ル と プ リン トア ウ トされ た 帳 簿書 類 の併 用保 存 を原 則 と

して義務 づ け る こ とは、 そ の運 用如 何 に よ ってはEDP会 計 の今後 の発 展 お

よび 企 業 の意 図 して い る管 理 部 門 の合 理 化 に影 響 し、 これ らの保 存 に よって

企業 の実 質 的 事 務量 お よび 費 用負 担 が 増 加 す る のでは な い か との懸念 を持 つ

意 見 が あ る。

●

辱

■
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第3章 ドキ ュ メ ン テ ー シ ョ ンの 保 存

併用 保存 の 問題 とな らん で当委 員 会 が重 視 して い るのは会 計 処理 に伴 な っ

て用 い られ る ドキ ュメンテ ー シ ョンの保 存 要 請 で ある。'「1の 研究 の前 提 」

にお い て述 べ た よ うに、業種 、業 態、 機 種 さ らに個別 企業 間 にお い て もED

Pに よる会 計 処理 の様 態 は さAざ ま であ る。 も ともと、EDP会 計 処理 に要

す る各種 ドキュ メンテーションは 会計 処 理 の進 展 に対応 して変 更 され る もの で

あ り、 そ の変 更 は 企業 の関 連 部 門の要 請 に従 っ て ひん ぱ ん に行 な われ て い る

のが実 情 とい え る。 しか も、一 般 に知 られ て い る よ うに、EDP会 計 処理 そ

の ものが 独 自 に デザ イ ンされ て い る の でな く、 他 の各種 業 務 と短 絡 して お り、

したが って 関連 す る ドキ ュ メン テー シ ョンの量 は老大 な もの とな ってい る。

そ の た め現状 では多 くの企業 は一 般 に す べ て の会計記 録 を プ リン トア ウ トし、

経営 管理 に利 用す る こ とは もちろん 、 これ らは 会計監 査、 税 務調 査 に も用 い

られ てい る。 した が って、 この よ うな 企業 は 各 種 ドキュメンテー ションの保 存

につ い てUP-TO-DA'lli]基 準 を と り、 い た ず らに老大 で 不要 な書類 の廃 棄 等

を恒 常的 に行 って い る。 ～これ は2大 な量 の ドキ ュ メンテ ー シ ョンの保 存 に よ

って生 じる企業 の事 務 、管 理 費 用 の 合理 化 をは か るため の 措置 で あ る とと も

に、 過去 の 会計 処理 の 監 査証 跡 を 原始 護 憲 お よび帳簿書 類 に よっ て十分 証明

され 得る よ うに整備 してい る場 合 には 、過 去 に利 用 され た一 定期 間以 前 の ド

キ ュ メ ンテ ー シ ョンの保 存 は 企業 と して必 らず し も必要 で な い とい う判 断 に

た っ てい るo

一 方46年 度 の 当委 員会 の研 究過 程 では
、 帳 簿書類 の一 部 又 は す べ て を磁

気7ア イルに よ り保 存 して い る 企業 につ い て はい くつ か の ドキ ュ メ ン テ ー シ

ョン、 た とえ ば、 シス テ ム説 明書 、 フ ローチ ャ ー ト、 プ ロ グ ラム シ ー トな ど
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には 保 存 の 必要 性 が あ るが 、 そ の現 実 の適 用 におい て はヒ れ ら ドキ ュ メン テ

ー シ ョン の保 管 につ い て税 務 官庁 とのア グ リー メン ト方式 に よる こ とが 望 ま

しい 方 法 で あろ うと の考 え方 に一 致 した 。 したが って、 「試 案 」億 この 点 を

考慮 に 入 れ ドキ ュメ ンテー シ ョ ン保 存 につ い て現 実 のEDP会 計 処 理 に則 し

た考 え 方 を取入 れ るべ きでは な いか とす る意 見 が あ る。'

●

■

、

■
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■

第4章 委 員会 の 「試案」研究の結果

これ ま で、EDP会 計 を行 って い る企業 の 帳 簿書 類 の保 存 、殊 に磁 気 フ ァ

イル 化 され た帳 簿 書 類 と ヴィジブル な 帳簿書 類 の併用 保 存 な らひ に会 計 処 理

に要 した ドキユ メンテ ごションの保 存 につ いて の 「試 案 」をEDP会 計 の現状 、

その 実務 と関 連 させ 、対 比 してみ たが 、 ここか ら導 きだ され る当委 員 会 の意

見 の主 要 点 は次 の 通 りで ある。

(1)・「帳 簿書類 を施行 規 則 に従 って プ リン トア ウ トす る 企業 に つ いて」

ま ず、EDP会 計 に お い て常 用 され る磁 気 ファイ ル な どの 帳 簿書 類 の

保存 につ い て は、EDP会 計 を採用 してい る企業 で あ って も、 そ の 企業

が法 人税 法 施行規 則 に定 め られ てい る要 件 を 充た して い る帳 簿 書 類 をす

べ て プ リン トア ウ トして い る場 合は 、磁 気 フ ァ イル及 び各 種 ドキ ュ メン

テー シ ョンを保存 す る こ とを要 しな い取 り扱 い とナ る こ とが 望 ま しい。

この場 合 で あ って も、 た と えば磁 気 ファ イ》レに よ り帳 簿書 類 を保 存 す る

'ことに よ
っ て、 コ ン ピュー タ監 査 の手法 が用 い られ 税 務 調 査 の 日数 が短

縮 され る な ど、合 理 的 な理 由が あれ ば、 帳 簿書 類 を併 用 保存 す る こ とも

考 え られ るの で、 こ の点 検討 す る 必要 が あろ う。

(2)「帳 簿書 類 の一 部 又 はす べ てを磁 気 ファイルによb保 存 す る 企業 について」

帳 簿書 類 の 一 部 ま たは すべ てを磁 気 フ ァイル 等 の形 態 で保 存 す る 企業

につ いては 磁 気7ア イル等 で保 存 し うる帳 簿書 類 の範 囲 お よび 機 械 処理

に関す る各 種 ドキ ュ メ ンテ ーシ ョンの保存 範 囲、 そ の 期 間 な どが 問 題 と

な ろ う。 かか る企 業 に つ い ては 会計記 録 の磁気 化 、 そ の 演 算 及 び見 続 可

能化 の過 程 に お け るEDP会 計処 理 の検 索、解 読 に必 要 な磁 気 ファ イル

及 び各種 ドキ ュメ ンテ ー シ ョンを 「試 案 」に指 摘 され てい る よ うに、 企
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業 が保 存 し税 務 当局 の要 請 に応 じそ れ らを一定 条 件 の も とに提 示 す

る こ とは必要 で ある。

磁 気 ファ イル につ い て は46年 度 の当 委 員 会 の検討 では 現 金 出 納帳、

日計 表 な どの一般 的 かつ 共通 的勘 定 科 目を 除 き売上、 仕 入 等 の会計 記 録

を磁 気 ファ イル で保 存 す る こ とを認 め るべ きで ある との意見 が あ り、「試

案 」では ほ ぼ この見 解 が 採 り入れ られ た。 そ して そ の保 存す べ き範 囲に

つ い ては 「法 人税 法 施行 規 則 に定 め る要 件 を 満 た す帳 簿 書 類 と して 印書

で き る内容 の 諸記 録 」を もつ もの と され て い るが・ 磁 気 ファイル保 存対

象、範囲 につ い ては 磁 気 ファイル使用 目途、が 多 岐 で ある こと を考 慮 し・

企 業 のEDP会 計 処理 の実情 に見 合 った取 り扱 い をす る こ とが望 ま しい

とす る 意見 が あ る。

ドキ ュメ ンテ ー ションについては、 「試 案 」では ドキ ュ メ ンテ ー シ ョン

の保 存 につ い て 「変 更前 」の もの も含 め て 「完 全 に 」保 存 す る こ とを要

請 してい るが、 ドキ ュ メン テー シ ョンは コ ン ピュ ー タ内部 に お け る適正

な機 械 処 理 に対 す る検 索 また プ リン トア ウ トされ た記録 の解 読 に必 要 な

の で あ って、 この 必要 性 に応 じて の ドキ ュ メ ンテ ー シ ョ ンの 保 存、 管理

が 行 われ て い る。 この本 来 の 目的か ら考 え る と、 これが 保 存の 基準 と し

ては 機械 処理 の 検 索 、 印書 され た記 録 の解 読 に必 要 な範 囲 に止 める こと

が望 ま しく、先 に述 べ た ドキュ メン テー シ ョンの 管理 、 保 存 の実 態 を配

慮 して、法 令 に お いて一 律 に規 定せ ず 企業 との保 存 に関 す るア グ リー メ

ン ト方式 の 採 用 な ど弾 力的 な運 用 をは か る べ きで あ る との意 見 が ある。
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第5章 「試案 」の今後 の取扱 い

●

▲

以上 、 帳 簿書 類 の保 存 な らび に ドキ ュ メンテ ー シ ョンの 保 管 につ いての 当

委員 会研 究結 果 の概 要 を示 した ので あるが、 この他 「試 案 」にお い て提示 さ

れ て い る個 々の事 項 、 た とえば 磁 気7ア イル を見 読 可 能 な状 態 にす るま で の

期 間 、 財務 会計 の 全体 の状 況 を示 す 帳 簿書類 の範 囲 、 プ ログ ラムの保 存形 態

等 々、 な お検討 す べ き問題 も少 くない。 しか し、 当委 員会 と しては、 前 記 の

基 本 的 問 題 を解決 す る ことに よ って 個 々の 問題 の 解決 も可 能 では な いか との

考え 方 を もって い る。

これ らの 点 を 考慮 した場 合 、 上記 検 討 に お いて 指 摘 した よ うに基本 的事 項

につ いて もな お問 題が あ り、 ま た技術 的 に も解 明 しな けれ ばな らない 多 くの

問 題 が ある。

した が って当 委 員会 に お い て は本試 案 を さ らに検討 し必 要 な調 整 を行 った

上 で一 定 の準備 期 間 をお き、 現 実 の適 用 にふ み き る こ とが 「試 案 」に示 され

た 内容 の 円滑 な 施行 の た め に も望 ま しい とす る意 見 が あった 。

■

`
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第6章 マ イク ロフ イル ム に よる

帳 簿書 類 の保 存 につ い て

「試案 」はEDP会 計 の税 法上 の取 扱 い の ほか 、 マ イ ク ロ フわ レムに よる

帳 簿書 類 の保 存 に関 す る考 え方 を も提案 して い る。

本提 案 の基本 的考 え方 は 現在 の マ イク ロ フィル ムの 企業 にお け る利 用状 況

と今後 の進 展 に対 応 す る もの と して積極 的 に うけ とめ られ てい る。

「試 案 」では、 マ イク ロ フィル ム化 に よる帳 簿 書類 の保 存 の対 象 と して、

現 行法 人税 法 施行 規 則 第59条 第1号 の うち 「現金 出納 帳 そ の他 日計表 、 日

計表等 財務会計 の全体 の状況 を示 す帳簿 」を除 く帳 簿書類お よびたな卸表、

貸 借対 照表 、 損益 計 算表 等 を掲 げ て い る。 現状 では、 企業 が マ イク ロ7イ ル

ムに よ って保 存 を し よ うと してい る帳 簿書 類 は 大 量化 し、 大規 模 な保 管場 所

な どを必要 とす る原始 証 愚 、現金 出納 帳、 日計表 な どの帳 簿書 類 で あ る。加

え て、 企業 が帳 簿書類 の マ イ ク ロ化 を意 図 して い る場 合、 原始 証 遅 か ら最 終

の 財務諸 表 にい た るま での プ ロセ スをCOM等 を利 用 し コン ビi－ 夕に連 係

させ活 用 して い くマ イ ク ロ ・シス テ ム と して 採 用 す ると い う傾 向 に な って き

てお り、 した が って 全般 的 に 帳 簿 書類 の マイ ク ロ化 を法令 上 認 め る こ とに ょ

ってな お一 層 企業 に お け る帳 簿書 類 の マ イ ク ロ化 の意 義 が あ る。

この点か ら、 「試案 」に おけ る考 え方 を さ らに 一歩 前進 させ 、 企業 にお け

る帳 簿書 類 の マ イク ロ フ ィル ム化 に つ い ては、 一 定 の条 件 の も とに お い て は

これを認 め る方 向 で 「試 案 」を再検 討 す る こ とが望 ま しい とす る意見 が多 い。

4

●

▲
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第7章 機械化会計法人の帳簿

要件 等の改正 について

■

`

■

●

(試 案)

(磁 気 ファ イ・・等 の保 存 の 義務)

1帳 簿 の記 録 ま た は決 算 手続 に 関 して利 用 され た磁 気 ファ イルお よび 次 に

掲 げ る機 械 化 処理 に関 連 す る書 類 に つ い ては 、法 人税 法 施行 規 則 第59条

第1項 第1号 に規 定 す る帳 簿'と同 様 に、 同条 の定 める と ころに よ り保 存 し

な けれ ば な らない もの とす る。 この場合 にお い て、 磁 気7ア イルは 既 存 の

プ ロ グ ラムに よ り見 読 可能 な 帳 簿書 類 に 再 現 し うる状 態 に より保 存 す る こ

とを要 す る もの とす る。

(1)会 計 処理 シス テ ムに関 す る説 明書

(2)入 出 力様式 の説 明書

(3)機 械 の操 作に 関す る説 明書

(4)流 れ 図 お よび処理 方法 図

(5)プ ログ ラムの シ ー トお よび 言 語 説明 書

(6)コ ー ド ・ブ ック

(注)紙 テ ー プ、 パ ンチ カー ド等 は、 証 ひ ょ う書 類 を兼 ね て い る もの で

な い 限 り保 存 を要 しな い。

(帳 簿 また は磁 気 ファイ ・・等 の保 存 の省 略)

2青 色 申告 法 人 に つい て は、 法 人税 法 施行 規 則 の定 め る とこ ろに よ り、 帳

簿 を備 付 け、 これ に 日々の 取 引 を記 録 しそ の帳 簿 を5年 間保 存 す る こ とが

要求 され てk・ り、 また 「1」 の改 正 に より磁 気 ファ イル等 の保 存 を要 す る

こ と とな るの であ るが 、 納 税 地 の 所 轄税 務 署長 の承 認 を受 け た場 合 に は、
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これ らの帳 簿 また は磁 気 ファ イル の一 部 につ いて、 そ の保 存 を省 略 す る こ

とが で き る こ と とす る。

(注)規 則 第59条 第1項 第3号 に規 定 す る原始 証 愚 に つ い ては 、 保 存 の

省 略 は認 め られ な い。

(帳 簿書 類 の保 存 の省 略 の承認)

3「2」 に よ り帳 簿書類 の保 存 の省 略 につ い て は、 当該 法 人 が省 略 しよ う

とす る帳 簿書 類 に代 るべ き磁 気 ファ イル等 を次 に掲 げ る条 件 の す べ て を満

たす 状 態 に よ り保 存 してい る場 合 に、 税 務 署 長 が 調査 等 に支 障 が な い と認

める帳 簿書 類 に 限 りそ の省 略 を認 め る こと とす る。 現金 出納 帳 そ の他 日計

表 、 月計 表 等 財務 会計 の 全体 の状 況 を示 す長 簿書 類 に つ い ては 、 いか なる

場合 に お い て も保 存 の省 略 は 認 め な い もの とす るo

(1)当 該 法 人 の 申告 お よび納 税 状 況 が 多 様 で あ る こ と。

(2)当 該法 人 の 内部 統 制組 織 が整 備 され て い る こ と。

(3)会 計 事 務 の機 械化 処理 に関 す る 「1」 の(1)か ら(6)ま で に掲 げ る書 類 が

変 更前 の もの を含 めて完 全 に保 存 され て い る こと。

(4)ゾ ロ グラ ム利 用 に より法人 税 法 施行 規 則 に定 め る要 件 を満 た す帳 簿書

類 と して 印書 で き る内 容 の諸 記録 お よび 当該 プ ロ グラムが 磁 気 ファ イル

と して保 存 され て い る こ と。

⑤ 当該 法 人 が磁 気 ファ イル に よ り保存 され た会計 記 録 を税 務 官 庁 の要 求

す る期 間内 に見 読 可 能 な帳 簿 と して提 出 で きる設備 を有 す る こ と。

(6)財 務 諸表 に表 示 され てい る勘 定 に集 約 さ れ た金 額 をそ の基 礎 と した個

々の 原始 記 録(原 始 証 ひ よ うを含 む)と の 関連 に おい て磁 気 ファ イルの

記 録 を通 じて追 跡 し、 監査 で き る手 が か りが確 保 され て い る こと。 した

が って、 た とえ ば、 原 始 記録 、入 力票 、磁 気 ファ イル の記 録 には 共通 の
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番 号 に よ り整 然 か つ 明瞭 に関 連 づけ られ て い る こ とを要 す る。

(磁 気 ファ イル 等 の保 存 の省 略)

4「2」 に よ り磁気7ア イル 等 に 関す る保 存 の省略 に つ い て は、 当該法 人

が 省 略 し よ う とす る磁 気7ア イル にか か る帳簿 書 類 を保 存 してい る場 合 に

おい て、 税 務 署 長が 調査 等 に支 障 が ない と認 め る磁 気 フ ァ イル に 限 り認 め

る もの とす る○

こ の場 合 の承認 につ い ては、 次 の場合 には 原則 と して保 存 の省 略 を認 め

る もの とす る。

(1)電 子 計 算 機 を利 用 す る会 計処 理は す べ て計 算 セ ン タ ーに委 託 して い る

法 人 等 機 械 化 処理 の基 礎 とな る電子 計 算 機 の本体 を有 しな い ものが省 略

を坤 請 した 場 合

(2)会 計 処 理 を機 械 化 してい るが 、規 則 第59条 に定 め る帳 簿書 類 のす べ

て を 印書 して保 存 してい る法 人 が省 略 を 申請 した場 合

(3)法 人 が事 業年 度 終 了 の 日以 後3年 以上 経 過 した事 業年 度 また は税 務調

査 を終 了 した事 業 年 度 に かか る磁 気 フ ァイル につ い て の保 存 の省略 を 申

請 した 場合

(4)法 人 が 、 そ の使 用す る電 子計 算 機 の機種 を変更 したた め利 用 で きな く

な った磁 気 ファイ ル につ い て の保 存 の省略 の 申請 を した場 合

(磁 気7ア イル の保 存 に かか る法 人税 法 の 適 用)

5「3」 に定 め る と ころ に より、規 則 第59条 に定 め る帳 簿書 類 の一 部 に

つ いて 保 存の 省 略 の 承認 を受 け た法人 につ い ては、 当該 承 認 を受 け た帳 簿

書類 に か か る磁 気 ファ イルk・ よび プ ロ グ ラムに っい ては、 同条 第1項 第1

号 に規 定 す る帳 簿 とみ な して法 人税 法 を適用 す る もの とす る。

(マ イク ロ フィル ムに よる帳 簿書 類 の保 存)
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6規 則 第59条 第1項 各 号 に掲 げ る帳 簿 書類 の マ イ ク ロ フィル ムに よる保

存 につ い て は、 次 に定 め る ところ に よる もの とす る。

(1)第1号 の帳 簿 な らび に た な卸 表、 貸借 対 照表taよ び損 益 計算 書 につ い

ては、 税 務 官 庁の 要求 が あ る ときは、 直 ちに見 読 可能 な 帳 簿 と して提 出

で きる設 備 を有 す る場合 に は、 現金 出納 帳そ の他 日計 表、 月計 表 等 財務

会 計 の全 体 の状 況 を示 す帳 簿 を除 き、 マ イク ロ フィル ムに よ り保 存 す る

こ とを認 め るo

(2)第2号 の決 算 関 係 書類((1)に 該 当 す る もの を除 く。)お よび 第3号 の

原始 証 ひ よ うにつ いて は 、 マ イク ロ フィル ムに よ り保 存す る こ とを認 め

な いo

なts、(1)の 場 合 に お い て法 人が 帳 簿(磁 気 ファ イル で帳 簿 とみ な され

た もの を除 く。)を 作成 しな い ときまた は 帳簿 を廃 棄 した と きは、 当該

帳 簿 に かか る マ イ ク ロ フィル ムは、 規 則 第59条 第1項 に 規定 す る帳 簿

書 類 とみな して法 人税 法 の規 定 を適 用す る。

,

∂

一20一



■

冶

■

(参 考)

法人税法施行規則(抄)

青色 申告法

人の決算

取引に関す
る帳 簿及び

記載事項

仕訳帳及び
総勘定元帳
の記 載方法

たな卸表 の

作成

第53条 法 第121条 第1項(青 色 申告)の 承 認 を受 け て い

る法 人(以 下 この章 に おい て 「青 色 申告法 人 」とい う。)は 、

そ の資 産 、 負 債及 び資本 に影 響 を及 ぼす一 切 の取 引 につ き、

複 式簿 記 の 原 則 に従 い、整 然 と、 か つ、 明 り ょうに記 録 し、

そ の記 録 に基 づ い て決 算 を行 なわ なけれ ばな らない。

第54条 青 色 申 告法 人は 、 す べて取 引 を借 方 及 び貸 方 に仕 訳

す る帳簿(次 条 にお いて 「仕 訳帳 」とい う。)、 す べ て の取

引 を勘定 科 目の種類 別 に 分類 して整 理計 算 す る帳簿(次 条 に

お い て 「総 勘定 元帳 」とい う。)そ の他 必要 な帳 簿 を備 え、

別 表 二 十 に定 め る ところ に よ り、取 引 に関 す る事 項 を記 載 し

なけ れ ば な らない。

第55条 青 色 申告 法 人 は、 仕 訳帳 に は、取 引 の発 生順 に、 取

引の年 月 日、 内容 、勘 定 科 目及 び金 額 を記 載 しなけ れ ば な ら

な い。

2青 色 申告 法人 は、総 勘 定 元 帳 に は、 そ の勘 定 ごとに記 載 の

年 月 日、 相手 方勘 定 科 目及 び金 額 を記 載 しなけ れ ば な らない 。

第56条 〉青 色 申告 法 人 は 、 各事 業 年 度終 了 の 日に おい て、 商

品 又 は製 品(副 産 物 及 び作業 くず を含む 。)、 半 製品 、 仕 掛

品(半 成 工 事 を含 む。)、 主 要 原材 科、・補 助 原 材 料、 消 耗品

で貯 蔵中 の ものそ の 他 これ らの資産 に準 ず る資 産 の た な卸 そ

の 他決 算 のた め に必要 な事 項 の整 理 を行 な い、 そ の事 績 を明

り ょ うに記 録 しなけ れ ば な らな い。
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損

借
び
書

賃
及
算

帳簿書類 の
記載事項 等
の省略

帳簿書類の
整理保存

2前 項 に規定 す るた な卸 につ い て は、 たな卸 表 を 作成 し、 た

な卸資 産 の種 類 、 品 質 及 び型 の 異 な る ごとに数 量 、単 価及 び

金 額 を記 載 しなけれ ば な らな い。 この場 合 にお い て、 た な卸

資産 に附 す べ き単 価 は 、令 弟28条(た な卸 資産 の評 価 の方

法)に 規定 す る評 価 の方 法 又は 令第28条 の2(た な卸資 産

の特別 な評 価 の方 法)の 規定 に より国税 局 長 の承認 を受 け た

評価 の方 法 の う ち当 該 内 国法 人 が 選定 した 評価 の方 法(令 第

30条(た な 卸 資産 の評価 の方 法 の変 更 手 続)の 規 定 に よ り

評 価 の 方 法 の変 更 につ き税 務署 長 の 承認 を受 け た場合 に はそ

の 承認 を 受 け た方法 と し、 令 第31条 第1項(た な卸 資産 の

法 定評 価方 法)の 規 定 の適 用 を受 け る法 人 に つ い ては、 そ の

よるべ き もの と して定 め られ た方 法 とす る。)に より計 算 し

た 価額 を記載 す る もの とす る。

第57条 青 色 申告 法人 は 、 各事 業 年 度終 了 の 日現 在 にお い て

そ の 業種 、 業 態 及 び規 模 等 の実 情 に より、 おお む ね別表 二 十

一 に掲 げ る科 目に従 い貸 借 対 照表 及 び損 益計算=書 を作成 しな

け れ ば な らな いo

第58条 青色 申告 法 人 は、 そ の業 種 、 業態 及 び規模 等 に よb

第54条 か ら第56条(青 色 申告法 人 の帳 簿書 類)ま で の規

定 に より難 い ときは、 所 轄 税務 署長 の 承認 を受 け、 これ らに

規定 す る記 載 事 項 等 の一 部 を省 略 し又 は 変更 す る こ とが で き

るo

第59条 青 色 申告 法 人 は、 次 の各 号 に掲 げ る帳 簿書 類 を整 理

し5年 間 、 これ を保存 しな けれ ば な らな い。
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亀

一 第54条(取 引に関する帳簿及び記載事 項)に 規定す る

帳簿及び当該青色 申告法人の資産、負債及び資本 に影響 を

及 ぼす一切の取引 に関 して作成 されたその他の帳 簿

二 た な卸表、貸借対 照表及び損益計算書 並 びに決 算 に関 し

て作成 されたその 他の書類

三 取引 に関 して、相手方か ら受 け取った注文書、契 約書、

送 り状、領 収書、見積書そ の他 これ らに準 ずる=書類 及び自

己の 作成 した これ らの書類でそ の写 しの ある ものはそ の写

し

2前 項の期間は、帳簿 につ いてはその閉鎖 の 日の属 す る事業

年度の翌事業年度 開始 の日か ら、書類 につい てはその 作成叉

は受領の 日の属す る事 業年 度の翌事 業年度開始の 日か ら、起

算す る。
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第2部EDP会 計の監査実施要領の検討
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第1章 総 論

●

q

■

1.EDP会 計 と監査

この総 論 では 、 第2章 以 下 の本論 にお いて、EDP会 計 監 査 の具 体 的実 施

手続 を明 確 化す る に先 立 っ て、EDP会 計 を監 査 す る場 合 の基 本 的 な考 え方 、

お よび予備調査、実態監 査 を通 じて の共 通 的 諸 問題 を取 り扱 う こと とす る。

しか しな が ら、 まつ、 そ の前 提 と して、'EDP会 計 の普 及 に伴 な う企業 会 計

計 の変 化 と、 会計 監査 へ の影 響 な どにつ いて の見 解 を明 らか に す る こ とが必

要 と思わ れ るの で、 当 委員 会 の 前 年度 研 究 成果 の当該 部 分(「EDP会 計 に

関 す る研 究 報 告 」第3集 、33～47ペ ー ジ)を ベ ース と して、 概 説 す る こ

ととす る。

(1)EDP会 計 の特 質 と手 法 の変化

企業 にお け る コ ン ピュー タ利 用は急 速 に拡 大 し、 い まや あ らゆ る部門

の業 務 に広 く活 用 され て い る。 企業 会 計 の分野 もそ の一 つ で あ って、 極

め て多 くの 企業 が 、会 計 業 務 処 理 に コ ン ピュー タを利 用 してい る。

この 、'EDP会 計 の普 及は 、従 来 の企業 会計 制度 に 、 さ ま ざま な変化

を生 じさせ 、 情 報 会 計 論 な どの論議 も盛 ん で ある。 しか しなが ら、 この

「監 査実 施要 領 」の対 象 とな る制 度 会 計 に問 題 を限 定 した 場 合、 そ の変

化は、 理 論 的 、・原 則的 側 面 には み られ ず、 技 術的側 面 に 限 られ て い る。

制度 会 計 の主 た る 目的 が 、 伝 統 的 な 財務 諸表 の 作成 に あ る ことは、EDP

会 計 の場 合 に おい て も不変 で あ り、 正 規 の簿 記 のルー ル をは じめ とす る

簿記 会 計 の理 論 に立脚 しなけ れ ば 成 り立 た な い もの で ある。現 実 のEDP
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会 計 は、 この よ うな基 盤 に立 って、 会計 情 報 の記 録 と集 計 。作表 な どの

用具 と して コ ン ピ ュー タを 最大 限に 活 用 し、 実 務 の合理 化 を は か ろ うと

す る も ので あ る。 したが って コン ピュー タ本来 の機 能 を 十分 に発 揮 させ

る た め には、従 来 の手 作業会計 に おけ る情報 の記 録 と処 理 の方式 を積極

的 に変 革す る こ とが 必要 とされ る もの で あ って ・ この面 に おい て・.大 き

な変 化 が生 じる こ とは、EDP会 計 導 入 に よ る必 然 的結 果 で あ る といわ

な ければ な らな い。

EDP会 計 の 採 用 に より もた らさ れ てい る簿 記 会 計 の技 術 的 側面 に お

け る変化 の 典型 的 な もの を あげ る と、 次 の よ うな もの が あ る。

第一に取引の認識 ・記録過程 における変化としては、取引の類別化、 記号化 に よ.

り、 機 械が 自動 的 に貸 借 の 勘定 科 目を選 択 す る、 い わゆ る自 動 仕訳 の手

法が 用 い られ る。 さ らに、 自動仕 訳 に おい ては 、磁 気 テ ー プ、磁 気 デ ィ

スクなど、電 磁的記憶(録)媒 体にす でに記 録 され て い るデ ー タか ら、、直接 、

会計 デ ー タに イ ンプ ッ トされ る場 合 が 少 な くな い。 また、 簿 記 理論 上 の

認 識 時 点 よ り も前 に記 録 され た デ ー タが 、 ある時 点 に、会 計 上 の 取 引 と

して会 計 デー タに 変換 さ れ る例 もある。 これ らの場 合 には、 い つれ も、

従 来 の 仕訳 伝 票 に 相当 す る帳 票 が 存在 しない こ とが 多い が、 会 計 システ

ムが 、 次 第 に、 企業 の総 合的 な経 営 情報 シス テ ムの一 環 と して統 合化 さ

れ、 他 の サ ブ シス テ ム との連 結が重 視 され る につれ て、 この ような傾 向

は 、 ます ます 一 般 化す るで あろ う。 .

第二 に、 会 計 デ ー タの 処理 過程 に お け る変 化 と しては 、 中 間的 記 録、

集計 が 、見 読 不能 の電 磁 的記 憶 媒体 を用 い て、 連続 して、高 速 に処 理 さ

れ る こ とで あ る。 したが って、 個 々 の取 引 デ ー タの 処理 過 程 を可視 的 に

追 跡 す る こ とにお い て、 従 来 の 手 作業 会計 の場 合 と は様 相が異 な って く
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る。 ま た、 媒 体 へ の デ ー タの書 き込 み＼ 読 み取 りが 高速 に行 な い うるの

で、 デ ー タの配 列 が必 要 に応 じて自 由 に変更 され 、.常 に 発生順 に記 録 が

保 存 され て い る と は 限 ,らな い ・同 じ理 由に より・ 定数 の醐 を もつ デー

タが マ ス ター ファ イル と して集 約 され るな ど、 の変 化 も生 じて い る。

(2)会 計 監査 へ の影 響

前 項 にの べ た通 り、企 業 会 計 の コン ピュー タ化 に よ り、 会 計 簿記 技 術

は、 デ ー タの.認識 ・記録 過程 お よび処理 過程 を通 じて大 き く変 化 して い

るが 、少 な くと も現 時 点 では 、会 計 簿記 理 論 に は影 響 を与 えて い ない。

この こ とは、 監 査 の面 に 拾 い て も、理 論 的 影 響 は な いが 、 技 術的 影 響は

生 じてい る こ と を意 味す る。

そ こ で、 ζ こ では、 か よ うな会 計 簿 記技 術 の 変化 に伴 な う監 査 技 術 へ

の 影響 を検 討 す る ことに よb、EDP会 計 監査vak・ け る問題 点 を明 らか

に したい ○

① 原始 証 愚 と イ ンプ ッ トの関 連 にお け る変 化

監 査 に お いて は 、取 引 発生 を確 認 す る ため の 原 始 証 愚 の 検 証

は重 要 な意 義 を も って い るが 、EDP会 計 に お いて は、 原始 証 ひ よ

うはイ/プ ッ トさ.れた あとの 保 管 照 合 が 困 難 な 場 合 、 原 始 証 愚

自体が 電 磁的 記 憶 媒 体 に なる場合 、 あ るい は、 キー セ ッ トに よる イ

ン プ ッ トに よ り事 後 的 に 作 られ る場合 な どが ある。

② 処 理 プ ロセ ス¢渇 読 不 能な 状 態 にお け る自動 化 な どの 変化

従 来 の手 牒 会 計 の監査 で は・ 帳簿 ・ 蘇 の うえ で デ ー タの 処理

過 程 を 追跡す る、'いわ ゆ る監査 証 跡 を確 保 す る ことが 可視 的 に容易

で あ ったが 、EDP会 計 にか い ては、 磁 気 テ ー プ、磁 気 デ ィス クな

ど電 磁 的 記 憶 媒体 の使 用に より、 デ ー タが 一 貫 して処 理 され 、そ の
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過程 が す べ て 印刷 され る とは 限 らな い。

③ ア ウ トプ ッ ト帳 簿 の形 態、 目的 な どの変 化

EDP会 計 では 、 電磁 的 記 憶媒 体 に多 量 の デー タが記 録 さ れ、保

存 お よび読 み 出 し、集 計 な どに極 めて効 率 が よい の で、 手 作業 会計

にお・ける仕訳帳、勘定 明細 表 な どの 明細 デ ー タは 、 そ の 媒体 の ま ま保

存 し、集 計 額 も し くは 管理 用 資料 のみ が 印刷 され る こ とが あ る。 ま

た、 プ リン トア ウ トさ れ た もの も、 コ ー ドに よる表 示 な どが 含 まれ 、

部 外 者 の解 読 が 容 易 で ない な どの事 例 も ある。す なわ ち、従 来 の帳

簿 の形 態1内 容、 目的 の変 化 が 生 じるの で あ る。

③ 監査 手 続 の変革

企 業会 計 の コ ン ピュー タ化 が 、 この よ うに進 み 、 会 計監 査 に 影 響 を与

え る に至 って い る の で、 これ に対 応 して監 査手 続 の 変革 が 求 め られなけ

れ ば な らない が、 配慮 すべ き点 を集 約 す る と、 次 の通 りで ある。

① 合 理的 か つ 経済 的 で ある限 りにお い て コ ン ピュ ー タ使 用 監 査 を積

極 的 に指 向 し、 新 らた な監査 手 法 を開 発 す る こ と。

② 新 ら しい事 態 が、 内 部統制 組 織 に どの よ うに影 響 し、 そ の信 頼性

が どの よ うに変 化 した か を適 格 に 把握 して、 適切 な監査 手 続 を選択

す る こ と。 なお 、 こ の場 合、 コ ン ピュ ー タ利 用 に よ る変 化 の マ イナ

ス面 のみ に と らわれ ず、 プ ラス面 も評 価 す る こ とが大 切 で あ る。

③ 極 端 な場 合 に は、 す べてが 見 読 不 能 な会 計記 録 体 系 で あって も・

経 済 的 に して、 か つ、 実 施 可 能 な方 法 に よ り監 査 証 跡 を確 保 す る こ

と。

●

み
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2.実 施 要 領 の適 用 基 準

(1)EDP会 計 のパ ター ン

ー 般 に
、 コン ピュ ー タ シ ステ ムは、 そ れ を導 入す る 企業 の 規模 、使 用

対 象、 業務 内容 な どに応 じて、 自由 に構成 さ れ る。EDP会 計 に使 用 さ

れ る コン ピュー タ も、現 実 に千 差 万別 で あって、 機械 の構 成 に よ り、 処

理 方式 に相 違 が ある 。 した が って、監 査 実 施手 続 を検討 す る に当 って は、

どの程 度 の レベル の機械 を対 象 とす るか を明 確 化 して お く こ とが 実 際的

で あろ う。 しか しなが ら、 反 面 、 その対 象範 囲 を 狭 く限定 す る こ とは、

EDP会 計 監 査 の一 般的 指 針 と しての この実 施要 領 の主 旨 に添 わ な くな

るお そ れ が ある。 そ こで、 こ こでは 、解 釈運 用 に柔 軟性 を もたせ る こと

を前 提 と して・ 可 及 的 に汎 用化 を は か る こ と と し"例i外 と して は、 オ

ン ライ ン リア ル タ イム シ ステ ムの場合 、 お よび 、 外 部計 算 セ ン ターを利

用 して い る場 合 を除 くこ と と した。 すな わ ち、 この実 施要 領 は、 自社 に

コ ン ピ ュー タを設 置 し、 オ ン ライ ンシ ステ ム、 または 、 オ ン ライ ンバ ッ

チ シス テ ムに より会計 業 務 を処理 してい る場 合 を対 象 とす る こと とす る
。

そ の理 由は、 オ ン ラ イン リア ル タイム シス テ ム の場 合 は 、 取 引事 象発

生 と同 時 に デ ー タの イン プ ッ トが 行 なわれ 、 台帳 に 相当 す る デ ー タ7ァ

イル の更新 が即 時 処理 さ れ るの で、原始 帳票 の形 態 な どが、 他 の シ ステ

ムに比 し、 大 き く異 な る と思わ れ るが、 実 際 に 会計 業 務 を オ ン ラ イン リ

ア ル タ イム シス テ ムに よ り処理 しそい る事例 はほ とん ど無 く、 会 計 慣行

もで きて い ない の で、 現 段 階 で、 監 査手 続 の基 準 を示す こ とは 困 難 であ

るた め で あ る。 ま た、 外 部計 算 セ ン ターを利 用す る場 合 は 、 通 常 のED

P会 計 処理 の問 題 のほ か に、 セ ン ター利 用に伴 な うデ ー タの受 渡 しな ど、

固有 の問 題 が 発生 す るが 、 この 部 分は、 特殊 な事例 に属 す る と思 わ れ る
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の で、 今 回 は、 と り上 げ ない こ と と した 。

な お、 このほか 、機 械 を、 大、 中 、 小 型 に区 分 す る場 合 が あ るが 、 通

常 、 そ の 区分 の 基 準 は コン ピュー タの 価格(ま た は賃 貸 料)に よる もの

で あ り、EDP会 計 の レベル とは直 接 の関係 が な いの で、 と くに、 この

区分 は 問 わ ない こ と と した。

② 適 用 に当 って 留意 す べ き事 項

この実 施要 領 はxEDP会 計 を監 査 す る場 合、従 来 の手 作業 会計 の監

査手 続 に追 加 も しくは 変 更 す べ き手 続 の基 準 を示 す もの で あ る。 多 くの

項 目に お い て、 それ ぞ れ、 あ る条件 の 下 に 選択 され るべ き代 替 的 な方法

を併 記 す る よ う努 め たが 、 そ の よ うな表 現 の とれ なか った 箇所 もあ るの

で、 画 一的 な適 用 は 避け る よ うお願 い した い。

ま た、前 項 に のべ た通 り、 コン ピュー タ シス テ ムの種類 と しては 、出

来 うる限 り広 い範 囲 を想定 した の で、EDP会 計 シ ステ ム と して の レベ

ルに も極 め て大 き な格 差 が あろ う。 した が ってそ の レベ ルに 応 じて、流

動 的 に適 用 し、 次 第 に、 健 全 な監 査 慣行 が 形成 され る ように な る こ とを

期 待 した い。

参 考 ま でに、 適 用 に当 って考 慮 す べ き レ ベ ルを あ け る と、 次 の三つ が

あるo

① コン ピュ ー タシ ス テ ムの機種 の レベ ル

磁 気 テ ー プ、 磁 気 デ ィ ス ク な ど、 電 磁 的 記憶 媒体 の 種類 、 台数 、容

量 な どは 、 会計 デ ー タの記 録 、 蓄積 の方 法 に関連 が 深 く、 ひ い ては、

監 査 手 続 の選 択 に 当 っての大 きな要 素 とな る。 なお、 これ ら電磁 的記

憶 媒体 を もた ず、紙 テ ープ、 カー ドな どに よリデ 一 夕の保 存 を行 な う

小 規模 な システ ム も稀 に存 在 す る の で、 注意 が必 要 で ある。 このほ か、
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コン ピュ ー タを稼 働 させ るた め の オ ペ レ ー テ ィン グシス テ ムの レベ ル

遠 隔地 か らの オ ン ライ ン機 能 の有 無 な どが 問 題 とな ろ う。

② ア プ リケー シ ョン シス テ ムの レベ ル

EDP会 計 シ ス テム と して総 括 され るシ ステ ムの 中に は、 さ ま ざま

な レベ ルの システ ムが 含 まれ る。例 えば、 経 理 シス テ ム と して 独立 し、

手 作業 会計 に おけ る帳 簿相 当 の 印 刷物 を十分 に 作 成 してい る システ ム

か ら、 総 合的 経営 情 報 シ ステ ムの一 環 と して設 計 され 、新 ら しい技 法

が 随所 に使 用 され てい る高 度 な シ ステ ムま で、 格差 が 大 きい。

③ 内部 統 制組織 の レベ ル

内部 統制 組 織 の信 頼 性 を評価 して、監 査手 続 の選 択 を行 な うべ きこ

とは い うま で もな い。EDP会 計 の場 合 も、 シス テ ム設 計 に お い て 内

部統 制組 織 に対 す る配 慮 が どの 程 度 は らわ れ てい るか に つ い て、 予 備

調 査 に 際 して十 分調 査 し、 そ の レベ ル を把 握す る こ とが必要 で ある。

亀

鵬

5.監 査計 画 の設 定 ・

(1)合 理 性 と経 済性 の尊重

EDP会 計 の監 査 に 当 っ て、監 査 計 画(予 備 調査 の監査計 画、実態監 査

の監 査計 画 の 双方 を含 む)を 設定す る 際 には 、 企業 の コン ピュ ー タ導 入

効 果 を減殺 しな い よ う、 合 理性 と経済 性 につ いて、 と くに、 配慮 す べ き

で あ るo一

企業 が コン ピュ ータ を導 入 す る 目的 は、 業務 処 理 の合 理 化 に あ り、 能

率 の高 い シ ステ ム を 作 るた めに努 力 と工 夫 が積 み重 ね られ て い る。そ の

成果 で あるEDP会 計 シ ステ ムの監 査 に際 しては 、 ま つ、 コ ン ビ=L－ 夕

導 入 意 義 を積 極 的 に是認 す る立場 に立 つ と共 に、 次 の よ うな 諸 点 に 留意
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す る こ とが望 ま しい 。

① コ ン ピュー タの 機能 を活 か した監査 手 法 の使 用

例え ば 、 監 査 プ ロ グ ラム を使 用 した コ ン ピュー タ使 用監 査 を行 な

う。

② コ ン ピュー タ利 用の 効果 を著 し く損 う監査 手 続 の 回避

例 え ば、 電磁 的記 憶媒 体 と監 査 のた めの印 刷物 の重 複 保 存 を必要

とす る監査 手 続は と らな いo

③ 手 作業 会計 の監 査 手 続の 一 部省 略 、 簡 素 化

例 え ば、 単 純 な計 算 集 計 の再 検証 、照 合表 の 作成 な どを避 け るべ

きで あるo

(2)コ ン ピ ュー タ使 用 の計 画

監 査実 施準 則 に は、 監 査入 は、監 査 実 施 に先 立 って、 あ らか じめ、 企

業 の実 情 に適 した 監査 計 画 を設 定 す る よ う義務 付 け られ てい る。 と くに、

監査 に、 コン ピュー タの使 用 を予 定 す る時 に は、 コン ピ ュー タに 関す る

被監 査 会社 の実 情 を十 分 に把 握 した上 で、 綿 密 な計 画 を た て る こ とが 必

要 で ある。

監 査計 画 に お いて明 確 化 す べ き事 項 は、 次 の通 りで あ る。

① 使 用す る コン ピュー タの機 種 、所 在

② 使 用 す る プ ログ ラ ム

③ オ ペ レ ー シ ョンの担 当 者、 立 会 方 法

④ コ ン ピュー タ使 用 日程

⑤ コン ピュー タ費 用 の負 担方 法
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⑨
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禽

4.EDP会 計 監査 とコン ピ ュー タ利 用

(1)コ ン ピュー タを使 用す る対 象

EDP会 計 の監 査 に当 って は、 合 理的 か つ経済的 で ある 限 り、 コ ン ピ

ュー タを使 用 して監 査 を行 な うこ とが 好 ま しい とい う原 則 は、 この実 施

要 領 の基調 とな ってい るo

しか しな が ら、 コ ン ピュー タを使 用す る場 面 は、 電 磁 的 記 憶 媒体 に記

録 され た デ ー タの サ ンプ リン グ抽 出、 デー タ処理 の再 現 な ど、 実 際 の会

計 デ ー タの処 理 を内容 とす る もの で あ り、従 来 の監 査手 法 では、 照 合 、

確 認 、 分析 な どの行 為 に 当 るの で あるか ら、 取 引記 録 の監 査 、 拾 よび 財

務諸 表 の監 査 の、 い わ ゆ る実 態監 査 が 対象 とな る と思 わ れ る。

実態 監 査 に先 立 って行 なわれる予備 調査 は 、概 況把 握 な ど、 書 面調 査、

面 接 調 査 な どが主 体 であ る ので、 通 常、 コ ン ピュー タを使 用 す る場 合 は

無 い と思わ れ るが 、 監 査 人 が と くに必要 と認 め る場 合は 使 用す る こ とを

妨 げな い。従 っ て、 コン ピ ュー タ使 用監 査 には 、予備 調 査 か 実態 監 査 の

何 れ か一 方 に使 用す る場 合 と、 そ の双 方 に使 用 す る場合 が あ り得 るが 、

実 態 監査 のみ に使 用 す る場 合 が最 も多い と思 われ る。

ウ

② コ ン ピュー タの選 定

コン ピュー タを使 用す る監 査 に使 用す る コン ピュー タと しては、 通 常 、

次 の三 つ の ものが 想定 され る。

● 被 監査 会 社 に設 置 され て い る コ ン ピュ ー タ

・ 監 査 入 の保 有 す る コ ン ピ ュー タ

・ 一般 の計 算 セ ン ター の コン ピュ ー タな ど、 ①② 以 外 の もの。

こ の うち い つ れを選 択 す るか は、 次 の条件 を考 慮 して決 定 す る必要 が

あるo
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・ 経 済性

コン ピ ュー タ使 用の 目的は 、監 査 の合 理 化 に ある の で、経 済 性 に反

しな い こ とが 第一 で あ る。 コン ピュー タに よる 処理経 費 は、 所 要時 間

と時 間 当 り単 価 に よ り決 ま るが 、一 般 に 、 両者 は反 比 例 の 関係 に あ る。

。 互換 性(適 用可 能性)

デ ー タが 記 録 され た磁 気 テ ー プな どの電磁 的記 憶 媒 体 は 、 どれ で も、

全 て の コ ン ピュ ー タに汎 用的 に使 用 で き る もの と は限 らな い。 例 えば、

磁 気 テー プ には 、9.7ト ラックの ビッ ト数 の別 、1600、800Bpi

の記 録 密 度 の別 な どが あ るの で、 適 合す る機械 装置 で なけ れ ば読 み書

きが で きな いの で あるo

な お、 被監 査 会 社 の コ ン ピュー タを使 用す る場 合 には 、 互換 性 の問

題 は心配 ないが 、 反 面、 企 業 では 、 日常業 務 の た め に フル 稼 働 してい

るのが 通例 で あ るの で、 日程 の調 整 な ど、 十分 な事 前 打 ち合 わせ を行

な い、 業 務 を 阻害 しな い よ う配 慮 す る こ とが望 ま し い。

・ 機密 性

監 査 入 の 立場 か らは 、 監査 の厳 正 を期 す る意 味 に お い て、 また、 被

監 査会 社 の 立場 か らは、 経営 上 の重 要 デ ー タを提供 す る意 味 に お い て、

い つれ も、 機密 保 持 に重 大 な 関心 をは らわ ざるを 得 な い ので 、使 用す

る コ ン ピュー タの設 置 場所 、 稼 働 体 制 を 吟 味 して、機 密 保 持 に留意 す

べ き で ある。

C3)プ ロ グ ラ ム入 手

監 査 に使 用す る プ ロ グ ラムを 入手 す るには 次 の三 つ の方 法 のい つれ か

を とる こ とが で き る。

。 被監 査 会 社 が 作成 した プ ロ グラ ムを使 用す る方 法
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● 一 般 的 な監 査 用 プ ロ グ ラムを使 用す る方 法

。 監 査 入 の 作成 した プ ロ グラム
、 ま たは監 査 入 の監 督 の も とに 作成 さ

れ た プ ロ グ ラムを 使 用す る方 法

これ らの プ ロ グ ラムを選 択す るた め の基 準は 、 コン ピュ ー タの選 定 と同

じ要 素 で あ るが そ の 意味は 異 な るの で、以 下 に解説 を加 え る。

● 経 済 性

一 般 に
、 プ ログ ラムは、 そ の書 き方 に よ り処 理 効 率 に相当 の格 差 を

生 じるの で、 注 意 を要 す る。 ま た、 監 査実 施 に 当 り、 特定 目的 の監査

用の プ ロ グラムを 作成 す る場 合 には、 そ の プ ロ グラ ム作成 コス トを加

味 しな けれ ばな ら ない。

これ らの 点 に 関 してみ る と、一 般 的 な監 査 用 プ ロ グ ラムを使 用 す る

方 法 は、 経 済 的 に有 利 と考 え られ る。 最近 は、 汎 用 的 な監 査 用 プ ログ

ラ ムが 開発 、 提 供 され る傾 向に あるの で、 これ らを 評 価 して 選択、 使

用 す べ きで あ る。

・ 互換 性

コ ン ピュ ー タの 機種 に よ り
、 プ ロ グラ ムの仕 様 が 決 め られ てお・り、

同 一 の プ ロ グラム言 語 で あ って も、 文法 上 の相 違 が ある場 合が 多 い。

ま た 、磁 気 テ ー プな どの電磁 的記 憶 媒体 に記 録 され た デー タは そ の様

式 を プ ロ グラ ムで指 定す る必要 が あ るの で、 当 然、 デ ー タと プ ロ グラ

ムが 合 致 す る もので なけ れ ばな らな い。 これ らは一 例 であ るが、 コン

ピュー タの 機種 と同様 、 プ ログ ラムに お いて も、 適 用可 能性 は 前 提条

件 とな ってい る。

・ 機密 性

最近 、 ソフ トウエア の権 利 の法 的保 護が 論 議 され て い るが、 そ れ ら

一37一



の こ とは、 こ こで は 別 問題 と して も、 プ ロ グラム には コ ン ピュ ー タ利

用 上 の ノ ウハ ウが 含 ま れ てお り、 潜 在 的 価値 の高 い ものが あるの で、

取 扱い に は慎 重 を期 す る こ とが 、 望 ま しい。

5.監 査 人 の資 格 要 件

EDP会 計の監 査 を実 施 す る監 査 人 は コン ビL－ 夕を監 査 に使 用 す るか否

かにかか わ らず、従 来 の、 監査 入 と して の知 識 に加 え て、 コン ピ ュー タに関

連 す る次 の よ うな知 識 を習 得 して いる こ とが 必要 で ある。

・ コ ン ピュ ー タの ハ ー ドウ エア、 ソ フ トウエ アに 関す る知 識

コン ピュ ー タの 原理 の理 解、 基 本 的 用語 の 精通 、 プ ロ グ ラム言 語 、

フ ローチ ャ ー トの解 読 、 な ど。

◆ コン ピ ュー タ利 用 に関 す る知 識

EDP会 計 シス テ ムの原 則 的 プ ロ セス の理解 、 経 営情 報 シス テ ムに

関す る一 般 的 理 解、 お よび コン ピュー タ使 用 監 査 の手 続 につ い て の専

門的 知識 な どo

これ らの知 識要 件 の客 観 的 基準 と しては、 情 報 処 理技 術者 試 験(特 種 ま

たは1種)、 デ ー タ プ ロセ ッサ ー試 験 合 格者 は 、 一 応 の基 準 とみ な され よ

うが 、 監査入 が 全 て、 これ らの試 験 に合 格す べ き とす る こ とは 実 情 に 即 さ

な い の で、 必要 な知 識 を習 得 で き る よう、 日本 公 認 会 計 士協 会が 施策 を講

ず る こ とが望 ま しい。

な お、 コン ピ ュー タ技 術 は 日進 月歩 で あ り、 あ る時期 に一 定 の知 識 を習

得 した と して も、 そ の後 の 研 さん が伴 なわ な い と、,陳腐化 しや す いの で、

定 期 的再 教 育 、 あ るい は、 日常 の 情報収 集 が 必 要 で あろ うe

、

●

ら
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第2章 予 備 調 査

1.予 備 調 査 の 目的

監 査入 が 初 め て財務 諸表監 査 を行 な う会社 につ いて実 施 す る予備 調 査 を

「初 度 監 査 の予備調 査 」とい うが、 そ の 目的 とす る調 査 事 項 は 次 の 通 りで

あるo

(1)会 社 の概 況 を把 握す るこ と

会 社 の沿 革 に始 ま り、 業 務 内容 、資 本 系統、金 融 関係 、 役 員 及 び 関係

職 員の氏 名、職 責、 取 引先 関 係、 取 引 条件 な どの監査 のた めに 必要 な重

要事 項 に つい て調 査 す るの で あるが 、 コ ン ピ ュー タ を導 入 し会計 業務 或

いは そ の周辺 業 務 に 適用 して い る場 合 には特 にEDP会 計 シ ステ ムの概

況 把 握 を含 め るべ きで ある 。

(2)内 部統 制 組織 の信 頼性 の程 度 を確 か め る こ と

内 部統 制 組織 の整 備 の状 況 を調 査 す るの で あるが 、EDP会 計 を導 入

してい る場合 には従 来 とは 異 な った調 査 が必 要 となる。 但 しEDP会 計

シ ステ ムの下 に お け る内 部 統 制は 被 監 査会 社 の 内部監 理 の必 要上 お よび

そ の シ ス テム の複 雑 に して精 緻 な構 成上 、一 般的 には従 来 の手書 き会計

の 内 部統 制 に も増 して 良 く整備 され て い る もの で ある こ と に留意 しなけ

れ ば な らない(.

(3)会 計原 則 等 へ の準拠 性調 査

被監 査 会社 の採 用 す る会 計 処理 の原 則 及 び手 続 きが 「企 業会 計 原則 」

に準 拠 してい るか ど うか 、 原 価計 算 の手 続 きが 「原 価 計 算 基準 」に準 拠

してい るか ど うか の調 査 を行 な う。EDP化 の影響 で簿記 技 術 面 で の変

化は あ って も、 会計 理論 面 の変 化 は 起 って い ないのが 現状 で あ るか ら
、
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EDPと の関連 においては簿記技術面 の調査 に力を注 ぐ必要が ある一方、

会社理論面 の調 査は従来か らの予備調 査の範 ち ゅ うの中で行なわれるこ

と とな ろ う。

(4)経 理 内容 の概要把握

被監査会社の経営成績、 財務状態、利益処 分及び資金状況を把握す る

こと並びに調査事業 年度の開始 日におけ る重要な貸借対照表項 目の勘定

残高 につ き、必要 な範囲において過去 にさか のぼ り、そ の当否 を確かめ

るこ とが予備調査 に求 め られ てい る。 この調 査に際 しては過去 の財務諸

表 お よび必要 に応 じて勘定 明細表や取引 の記録 な どが資料 として用 い ら

れ ること となるが、被監査会社 がEDP会 計 システムを採用 してい るた

めに これ らの資料 を見積 可能な形 で直ちに入手す ることが で きない こと

もあ り得る。

監査入が前年度か ら連続 して財務諸表 監査を行 な う会社 について実施す

る予備調査を 「連続監査の予備調査 」とい うが、 その 目的 とす る調査事項

は、被監査会社 の採用す る会計 処理 の原則及 び手続並 びに内部統制 組織等

の重要 な事項 についての変更の有無 を確かめ、変更が行 なわれた ときは、

その変更 の内容及び理由を調査す るこ とで ある。

連続監査 の予備調査手続は、初度監査 の予備調査手続 の中に包含されて

い るので以下初度監査 の予備調査 を中心 に論述を進 める とととす る。

、

●

オ

2.EDP会 計シ ステ ム の概 況把 握

監査 入 は初 度 監 査 の予備 調 査 にお いて会 社 の概 況 把 握 の一環 と して、 被

監 査 会社 がEDP会 社 を導 入 して い るか否 か を調 査 しな けれ ば な らない。

そ れは 監 査 の た め に必 要 な重 要 事 項 で あるか らで あ る。被 監査 会社がEDP
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会計 を採 用 してい る場 合 には コン ピュ ー タ 。シス テ ムの概 況 把 握 を行 な う

こ ととな るが 、そ れ は 原 則 と して監 査 人が コ ン ピュー タ部門 の責 任 者 に質

問 して説 明 を受 け る方法 に よる。 しか し特 に監 査人 が希 望す る場 合 には コ

ン ピ ュー タ室 の 視 察 を含 む。'

調 査 す べ き事 項は 次 の諸 点 で あ る。

(1)ハ ー ドウエ ア

使 用 中 の機 種 名 、 機 器 構成、 性 能及 び特 徴 な ど。

(2)ソ フ トウエア

使 用中 の オ ペ レー テ ィ ン グ ・シス テ ムの名 称、 プ ロ グ ラム言語 の名称

及 び そ の水 準 な ど。

③ 適 用業 務

業 務 の範 囲、 主 要 な会 計 用 イ ンプ ソ ト、 ア ウ トプ ッ トの名 称、 媒 体 の

種 類 及 び経 路 な ど。

(4)運 用 の形 態

コ ン ピュー タ部 門 の組 織、 人員 、 分担 お よび業 務 の標 準 化 の状 況 な ど。

鴇

餉

5.内 部統 制 組 織 の信 頼性 調 査

EDP会 計 シ ステ ムに 拾 い ては、従 来 の手書 き 会計 には 見 られ な い新 し

い 内部 統制 上 の 問題 が 生 じ、従 ってそ の 内部統制 組 織 の信 頼性 を調 査 す る

に は新 しい視 点 か ら新 しい 手 続 を も って す る こ とが 必要 とな っ て くる。 企

業 会 計EDP化 の影 響 は、 会計 部 門、EDP部 門 に と どま らず関連す る諸

部門 に 及 び、 そ こに従 来 とは異 った事 務手 続 が行 な わ れ る よ うに な る場 合

が あ る ので、 総 合 的 に調 査 し判 断 す る こ とが 肝 要 で あ る。

初 度 監 査 の予備 調 査 に お い ては 内部 統制 組織 の整備 の状 況 を調 査 す る の
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で あるが、 それ に よ っ て評価す べ き点は 、

・ 内部 統制 組 織 に 組み 込 ま れ て い る コン トロー ル及 びチ ェ ック機 能の

良否

・ 組 織及 び職 務 権 限 の区分 の状 況

な どで ある。 これ らの 点 にEDP化 の 影 響 が あ らわ れ るた めに調 査 すべ き

事 項 が従 来 とか わ った り増加 した りす るの で 、調 査 方法 に も変 化 が を こっ

て くる。 そ の調 査方 法 と しては

・EDP会 計 内 部 統制 質問 書 に 回 答を 求 め る。

。 シス テ ム 。7ロ ーチ ャー ト、 プ ロ グラ ム ・ フローチ ャ ー ト等 を閲 覧

す る。

・ 機 能組 織 図、 職 務 明 細表 、 執 務 マニ ュア ル等 を 閲覧 す る 。

● 担 当 者 の 職務 経 歴、 経 験 年 数 、 教育 訓 練 、資 格 等 につ い て の概 要 を

聴 取 す る。

な どが ある。 い つ れ の方法 を適 用す る場 合 で も、 企業 には創 意 や 工 夫 を凝

ら した 個 性 的 な面 が あ るか ら、 そ うい う面 を十 分 に理 解 した上 で適 用 す る

の で なけ れ ば な らな い。

連 続 監 査 の 予備 調 査 にお い ては 内 部統 制 組 織 の重 要 な事 項 につ い ての変

更 の有 無 を確か め、変 更が あった場 合 には そ の 内容 お よび理 由 に つ い て被

監 査 会社 の責 任 者 に質 問 した り初 度 監 査 の予 備 調 査 と同様 の調 査 方 法 を適

用 した りして評 価 を行 な う。

なお予備調査においては内部統制組織の運用状況 よりはむ しろ・その整

備 の 状 況 を調 査 す る ことが 目的 で あるか ら、 内部 統制 組織 の信 頼性 調 査 に

際 して コ ン ピュー タを使 用す る こ とは時 に必 要 では ない と思 わ れ るが 、 そ

れ が 合 理 的 で あ る場 合 には コン ピ ュ ー タの使 用 も差 し支 え ない 。
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4.会 計 原 則 等 へ の準 拠 性 調 査

シス テ ム定 義書、 フ ローチ ャー ト、 な どEDP会 計 シス テ ムの基 本 的 処

理 方 法 が記 載 されて い る=書類 を検討 して、 そ の処 理 の 原則 拾 よび手 続 が 、

「企 業 会計 原則 」 お よび 「原 価 計算 基 準 」 に準拠 してい るか ど うか 、 もし

くは経理規定、原価 計算 規 定 が そ れ らに準 拠 して い るか ど うか 、 あ るいは そ

の他 の書 類 ま た は 会社 の慣 行 を検討 し 「原 則 及 び基 準 」に 準拠 して い るか

を調 査 す る。

(4)会 計 原 則 等 へ の 準拠性 調 査

企業 会 計EDP化 の 影 響は 簿記 技 術 面 に 強 くあ らわ れ る もの で ある。

そ れ はEDP化 の 水準 に よっ て様 々で あ るが 、被監 査 会社 が コン ビ=一

夕を利 用 して会計 処理 を行 な う上 で合 理 的 或 いは経済 的 な もの で ある か

ら、 監 査 の立 場か らこれ に否 定 的 で あ っては な らな い。

予備 調 査 に拾 い ては 、 被監 査 会社 のEDP会 計に よる簿 記 の態 様 を調

べ、 取 引記 録 お よび 財務 諸 表 項 目の監査 に 際 して必要 な監 査 証 跡 を如 何

に して得 る こ とが で きるか を検討 しな け れ ば な らない 。

企業 会 計EDP化 は、 未 だ 会計 理 論 に影 響 を及ぼ す ま で に至 って お ら

ず、 従 って 「企業 会計 原 則 」お よび 「原価 計 算基準 」に対 す る 会 計理 論

面 か らの準 拠 性是 非 の問 題が新 た に 提起 され ることは ない 。

5.経 理 内容の概要把握

企業 会計 コン ピュータが利用 され、如何 に合理的進歩的処理が な されて

い る場合 でも、 営業期毎 に損益計算書、貸借対 照表及び利益処分は見読 可

能な状 態 で作成 され保存 される もので ある。従 って、 被監査会社 の過去 の

経営成 績、 財政状態、利益処分及び資金 状況の概 要 を把 握 す るの に 従来
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は手 書 き 会計 の方 法 と何 らか わ る とこ ろは な い 。

しか し、調 査事 業 年 度 の開 始 日に おけ る重 要 な貸 借 対 照 表項 目の勘定 残

高 につ い て、必 要 に応 じて過去 に さか の ぼ って、そ の当否 を 確 か め る調 査

vatoい て は、従 来 とは異 な る場 合 が 予 想 され る。 即 ち、EDP会 計 システ

ムに あ っては、 諸 勘 定 明細 表 が 監査 に必要 な形 で プ リン トア ウ トされ てい

ない場 合 が ある。 したが っ て、 過 去 に さか の ぼ ってそ の取 引 の発 生 ま で監

査証 跡 を得 て辿 ってい くた めに は後述 の取 引記 録の 監 査手 続 或 い は財 務 諸

表項 目の監 査 手続 を 必要 とす る と と となる あ ろ う。

(第3章 及 び 第4章 参 照)

,

⑲
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第3章 取 引 記 録 の 監 査

■

■

1.取 引記 録 の監 査 目的

わが国 の 監査 実施 準 則 に よれ ば.取 引記 録 の監査 目的は 「取 引 記録 の 信

頼 性 の程 度 を確 か め る こと」 に あ る。 この よ うな 目的 を、

・ 会 計 の内 部 統 制組 織 が 実 際 に有効 に運 用 され て い る か ど うか の調 査
.

・ 取 引 記録 が 「企 業 会計 原則 」 に継 続 的 に準 拠 して い るか ど うか の調

査

とい う、二 つ の監 査手 続 に より達 成す る こ とが、 ここ にい う 「取 引記 録 の

監 査 」で あ る。

亀

■

2.EDP会 計 監 査 の 態 様

以 上 の よ う な 取 引 記 録 の 監 査 をEDP会 計 に 適 用 す る に あ た っ て は
、 さ

ま ざ ま の ア プ ロ ー チ が あ り う る が 、 大 別 す れ ば 、 監 査 手 法 と し て コ ン ピ ュ

ー タ を 使 用 す る 場 合 と
、 コ ン ピ ュ ー タ を 使 用 し な い 場 合 と が あ る 。 さ ら に

後 者 に は 、 従 来 、 「 コ ン ビ=一 夕周 辺 監 査 」(auditingaroundthe

computer)と 呼 ば れ て き た ア プ ロ ー チ と 、 「 コ ン ピ ュ ー タ 不 使 用 監 査 」

(auditingWithoutthecomputer)と が あ る 。 こ れ を 、EDP会

計 に 対 す る 監 査 方 法 の 発 展 段 階 に 応 じ て 整 理 す る と 、 次 の 通 り と な る 。

'コ ン ピ
ュ ー タ を 使 用 し な い 監 査

コ ン ピ ュ ー タ 周 辺 監 査

'コ ン ピ ュ ー タ を 使 用 し な い 監 査

コ ン ピ ュ ー タ 不 使 用 監 査
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。 コ ン ピ ュー タを使 用す る監 査

この うち、 第二 の方 法 は 、従 来 、 コ ン ビ=一 夕処 理過 程 監査(auditing

throughthecomputer)と 呼 ば れ てい た方 法 に、 ほ ぼ 相i当す る もので

あ るが、 後述 の理 由に より、 当 部 会 は、 第 一 に あげた コン ピュ ー タ周辺 監

査 の態度 は、 これ を認 め るべ きで ない との立場 を とってい るた め、 第三 の、

コン ピュー タを使 用 す る監 査 に対 応 して、 第 二 の方 法 を、 コ ン ピュー タ不

使 用監 査 と呼 び、 この二 つ の方 法 につ い て、 取 引記 録 の監 査 手 続 を検 討 す

る こ とと した 。

す なわ ち、 第一 の コン ピ ュー タ周 辺 監 査 は、 コン ピュ ー タに イン プ ッ ト

す る前 の帳 票 類 、 お よび コ ン ピュ ー タが ア ウ トプ ッ トした諸 資 料 の追 跡 に

よって監査 を 行 な お う とす る もの で、 この ア プ ロ ーチ で は、 これ らア ウ

トプ ッ トされ た 諸資 料 が 、 あた か も手 作業 で 作成 さ れ たか の如 く取 り扱 い、

コン ピュ ー タの存在 を と くに意 識 しな い の で ある。 この よ うな方 法 は、P

CS(パ ンチ カー ドシス テ ム)時 代 の機械 化 会 計 か ら単 純 に 移行 し、 電磁

的記 憶媒 体 をほ とん ど使 用 しな い、 い わ ゆ る、 カー ドベー ス のEDP会 計

が中心 で あ った時期 には 、 存 在 意 義 が あ った ので あ ろ うが 、 現 在 の わ が国

に おけ るEDP会 計 シ ステ ムの実 態 をみ た場 合 、そ の よ うな初 歩 的 な シス

テ ムはほ とん ど残 され てい な い と思 わ れ る。 した が って、 極 めて例 外的 な

事 例 を除 いては 、 今 後 コ ン ピュ ー タ周辺 監 査 の方 法 は認 め るべ きで ない と

の立場 を とる こ と と した もので ある。

5.コ ンピ ュー タ不 使 用監 査

(1)意 義

この監 査 方法 は、EDP会 計 の監 査 に 当 って監 査 の 用具 と して コン ビ
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ユ一 夕は使 用 しな いが 、 監 査対 象 た る会 計 が 、現 実 に、 コ ン ピュ ー タに

に よっ て処 理 され て い る事 実 をふ ま え て、 す でに述 べ た よ うな コ ン ピュ

ー タ使 用に よ る会 計 処理 技 術 の変 革(第1章 参照)に 対 応 した監 査 を行

な お うとす る もの で あ る。EDP会 計 が急 激 に普 及 し、 そ の 技術 も次 第

に高 度 化 しつ つ あるに も拘 わ らず、 コ ン ピュー タ使 用監 査 の手 法 が未 だ

開発 段 階に お い ては、実 際問題 と して、 この 方法 に よ ら ざるを得 ない と

ころ で あ る。従 っ て、 このア プ ロー チに お け る健全 な監 査 慣行 が 早 急に

形 成 され る こ とが望 ま れ る。 な お、将 来 、 コ ン ピュー タ使 用監 査 が 実 用

化 され た段 階 にお いて も、 完 全に 、そ れ の み に統一 され る こ とは な いで

あろ うか ら、 両 者 を、 監 査対 象に 応 じて、 適 切 に使 い分 ける こ とが必 要

で あるo

② 前 提 条 件

コ ン ピ ュー タを使 用 しない監 査 を実 施す るた め には 、 次 の よ うな前 提

条件 を 吟味 して、 適 切 な手続 を選 択す る こ とが必要 で あ る。

① 可視 的 な監 査証 跡 を有 す る こと。

監査 の た め に必 要 とす る諸 資 料が 、 ハ ー ドコ ピー と して プ リン トア

ウ トされ てい なけ れ ば な らない。 しか しな が ら、 この こ とは、 場 合 に

よ って は 、EDP会 計 の効 率 を著 しく阻 害 す るの で、 監 査 人 は 、被 監

査 会社 と事 前 に十 分 打 ち合 わせ を行 な い適 切 な監 査計 画 を作成 す る こ

とが 必要 で あるo

②EDP会 計 シス テ ムが極 度 に高 度化 され た もの で な い こと。

シ ステ ムが 非常 に複 雑 で ある場 合 には 、 コン ピュー タを使 用 しない

で監 査 を行 な う こ とは、 困難 で あ り、 監 査 手 法 の選択 上 、制 約 が あ る。

③ コン ピュ ー タを使 用 せ ず とも、監 査 の経済 性 が 維 持 で きる こ と。
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コン ピュー タ不使 用監 査 は、 監査 入 が 、監 査 業 務 を遂 行 す る に 際 し

て、 コ.ン ピュ 一 夕の高 度 な機 能 の助 け をか りる こ とを、 自 ら放棄 す る

こ とに な る ので、 そ れ で も、 な お、 経済 的 な監 査 が実 施 で きるか 否 か、

検 討 す る必要 が ある。

⑧ 手 順

コン ピュ ー タ不使 用監 査 の具 体的 手 順は 、 次 の 三 つか ら構 成 され る。

① シ ステ ムの調 査

② シス テ ムの テ ス ト

③ 記 録 の評 価

第一 の システ ムの調 査 は、 取 引記 録 の 作成 処 理過 程 を構 成す るEDP

会計 シス テ ムが 、 適切 な 内 部統 制 組織 に よ リコ ン トロール され てい るか

否 か に関 して、そ の整 備 の状 況 を調 査 し把 握 す る こ とが 目的 であ る。 こ

の調 査 は主 と して、 予備 調査 に お い て行 なわ れ る ので、 す でに第二 章 に

詳説 したか ら、 こ とで は、 第 二 、 第三 の手 順 に つい て、 項 を改 めて述 べ

るo

(4)シ ス テ ムの テ ス ト

取 引記 録 の監査 は、 取 引記 録 の信 頼 性 の 程度 を確 か め るた め、 ま つ、

会社 の 内部 統 制組 織 が 実 際 に 有効 に運 用 され てい る のか ど うか の調 査を

行 な うこ とが、 第 一 の 側面 で ある 。そ の前 提 と して、 内 部統 制組 織 の整

備 の状 況 は 、 予備 調 査 に お いて、 内部 統制 質 問書 を使 用 す る な どの方 法

に より調 査 され て い るの で、実態 監 査 にお い て は、そ の結 果 を基 礎 として

調査が行 なわれる。調査す べ き重要 な事 項を例示す ると次 の通 りで ある。

① 原始 デー タか らア ウ トプ ッ トま で の追 跡調 査

EDP会 計 シ ステ ムに お い ては 、取 引記録の原始 チータに一 連 番 号 を
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付 す るな どの個 別 的 識別 を 可能 にす る方 法 を用 い て、 そ の デ ー タが 処

理 過 程 にお い て加工 され、 最 終 ア ウ トプ ッ トに ま で至 る全 過 程 が追 跡

可 能 で ある ことが望 ま しい 。 この よ うな コン トロール が有効 に 運 用 さ

れ て い るか につ い て、取 引 デ ー タを抽 出 して調 査 を行 な う
。

② バ ッチ コ ン トロー ルの記 録 の調査

取 引記 録 の 原始 デー タか らア ウ トプ ッ トま での過 程 に お い て は、 そ

の処 理 段階 毎 の 要所 要 所 にて、 デー タの件 数 、金 額 の 合計 額 な どの コ

ン トロール 数 値 を確 認 し、 デー タが 洩 れな く、 か つ、 余分 な ものが 混

入 す る ことな く処理 さ れ てい なけ れ ば な らない。 この コ ン トロ ール の

記 録 を 閲覧 して、 正 し く運 用 され て い るか否か調 査 す る。

③ エ ラーデ ー タの調 査

コン ピュ ー タの プロ グ ラム に よ リエ ラーデ 一 夕と して判 定 され た デ

ー タの取 扱 い方 法 は
、 内部 統 制 組 織 の運 用上 、重要 な ポ イ ン トで あ り、

ひい ては 、取 引記 録 の信 頼性 の 程度 を大 き く左右 す る。従 っ て、 コン

ピ ュー タに よ り作 成 され た エ ラー デー タ リス トを閲 覧 して
、 そ こ に記

載 され た エ ラー デ ー タが い かに 訂 正 され 処理 され たか を調 査 す る こ と

が必 要 で あ る。 また、 エ ラー デ ー タの発 生 率 につい て の記 録 が入 手 で

きる場 合 には、 そ れ を調査 し、 異 常 な 傾向 が ない か を確 か め る こと も

有 効 で あ る。

④ マ スタ ー7ァ イルの 更新 記録 の調査

取 引記 録 を処理 す る場 合 の固定 項 目、例 え ば販売 条 件 。価 格 、 材料

払 出 単 価な どは、 あ らか じめ電 磁 的記 憶媒 体 に マ ス ター フ ァイ ル と して

登 録 さ れ てい る こ とが 多 い。 との マス ター7ァ イルの数 値 に変 更 が あ

った場 合 、そ の変 更が 正 規 の手 続 に よ ってい るか否 か に つ い て
、 所 定
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の変 更 連 絡票 が 作成 され て い るか 、所 定 の 権限 を有 す る 担当者 の承認

が なされ て いる か な どを調 査 す る こ とに よ り確 か めなけ れ ば な らな い。

㈲ 記 録 の 評価、

取引 記 録 の監査 の第二 の 側 面 は取 引 記 録 が継 続 的 に 「企業会 計原 則 」

に準 拠 して作 成処 理 さ れ てい るか調 査 す る こ とに よ り、 そ の 信頼 性 の程

度 を確 か め る こ とで あ る。 コ ン ピ ュー タを使 用 しない 監査 にお い ては、

との よ うな記録 の 評価 は、 原 始 記録 お よび、 コ ン ピュー タ可 視 的 な ア ウ

トプ ッ トを監査 人 が 目検 に よ り調 査 す る もの で あ り、 実 質 的 に、 手 作業

会計 シス テ ムを対 象 とす る監査 と同 様 で ある 。 しか しな が ら、 そ の取 引

記 録 の作 成 が、 どの よ うな 方法 に よ り、 コ ン ピュー タに よっ て処 理 され

て い るか を監査 人は 十分 理解 した うえ で調 査 を行 な うこ とが 必要 で あ る。

また 、 ア ウ トプ ッ トは 、 コー ドの使 用 な どの 点 に お い て、手 作 業 会 計 の

帳 簿 とは表 示 方 法 に差 異 が ある の で、 それ を読 解す るこ とが 当 然必 要 で

あ るo

一取 引記 録 の評 価 の た め に調査 す べ き重 要事 項 を 例示 す る と次 の通 りで

あるo

① 集 合 勘定 の正 確性 を確 か め るた め の調 査 売 掛金 、 買 掛金 勘定 につ い

ては、 取 引先 別 の記 録 と、 勘定 書 の合 計金 額 が一 致 して い る こ とを調

査 して確 認 す るな どの調査 方 法 で あ る。

② 原始 記 録 とア ウ トプ ッ トの照 合

取 引 の証 拠 資 料 で ある原始 記 録 を適 当 な方法 に よ り抽 出 し、 ア ウ ト

プ ッ トと照合 す る ことに よ り、計 算処 理 の正確 性 を確 か め る ことが で

きる。 また 、 この逆 に 、 ア ウ トプ ッ トか ら原始 記録 に遡 って 照合 す る

こ とに よ り、 同様 に、 計 算 処 理 の正 確性 を確 か め る と と もに、 架空 も

し くは不 当 な計 上 が ないか を調査 す る こ とが で きる。
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③ 相手 先 勘 定 との照 合

・た とえ ば、 売上高 と売掛金 、 仕 入高 と買 掛金 な ど、 相 手 勘定 との対

応 が と くに重 要 視 され る取 引 につ い ては 、 い くつか の明 細 デ ー タを抽

出 して確 認 し調 査 す る。 と の場 合 、 コ ン ピュ ー タの ア ウ トプ ッ トでは、

コー ドに よ り表示 され 、必 要 に応 じて、金 額 が サ マ ラ イズ され てい る

こ とが あ る ので、 コー ドブ ック を参照 す る な どに よ り、 慎 重 に調 査 を

行 な う。・

4,ロ ン ピ ュ一一タ使 用 監 査

(1)意 義

EDP会 計 シ ス テ ムの発 達 と普 及 の動 向 にか ん が み、 合 理 的か つ経 済

的 で あ る限 り、 コン ピュー タに よる会計 の監査 には、 で き うる限 りコン

ピュ一 夕を使 用す べ きで あ る。 これ は、 当部 会 が とって きた基 本 的 立場

一で ある
o

取 引記 録 の監 査 に 当 っ ては、 と くに次 の理 由 に よ り、 今 後、 コ ン ピュ

ー タ使 用監査 を積 極的 に採 用す る こ とが 望 ま しい
。

① 取 引記 録 が 多量 化 してい る 。

企業 規 模 の拡 大 化 と、 取 引 の細 分化 に よ って、 近時 、 被 監査 会社 の

取 引記 録 は ます ま す 多量 化 しつ つ あ り、これ を手作 業に よ り監査 す る こ

とは 、 容 易 で な い。

② 電 磁 的記 憶媒体 が 多 用 され て いる。

コン ピ ュ ー タ技 術(ハ ー ドウエア拾 よび ソ フ トウエ ア)の 進 歩 に伴

な い、EDP会 計 システ ムに を け る デ ー タの記録 。蓄積 ・保 存 の分野

での、 磁 気 テー プ、磁 気 デ ィス クな ど電磁 的記 憶 媒 体 の比 重 は高 ま っ
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てお り、 今後 も、 この傾 向 は さ らに 一層 激 し くな る と考 え られ る。 コ

ン ピュ ー タ使 用監 査 で は 、 この ような電磁 的記 憶媒 体 を使 用 して、 効

率 の よい 監査 を行 な うこ とが 可 能 で あ る。・これ に対 し コン ピュー タ不

使 用監 査 の場 合 は、 この 中 の デ ー タの大 部分 をハ ー ドコ ピー と して プ

リン トア ウ トす る こ とが 不 可避 とな るが、 これ は、 被 監査 会 社 に とっ

て 大 きな負 担 とな る。

③ 内部統 制 の重 要 部分 が コ ン ピ ュー タプ ロ グラム に含 まれ てい る。

EDP会 計 シ ス テ ムの設計 技法 が進 歩 しつ つ あ るの で、 内部 統制 組

織 の コ ン トロール の重 要 部 分 が 、 コン ピ ュー タの プ ロ・グ ラムに含 まれ

る よ うにな って きた 。 こ の よ うな コ ン トロール の有効 な運 用状 況 を確

認 す る ことは 、 コ ン ピュ ー タ を用 い た調 査 に よっ て極 め て確 実 かつ 迅

速 に 行 な うこ とが で き る。

(2)前 提 条件

コ ン ピュー タを使 用す る監査 を実 施す るた め に は、 次 の よ うな前 提条

件 を吟 味 して、 適 切 な手 続 を選択 す る こ とが必要 で ある。 一

① コン ピュ ー タの ハー ドウエ ア お よび ソ フ トウエ ア を用 意 す る こ と。

監査 目的 の適 合性 お よび監 査 の経 済 性 を勘 案 して、 監査 に使 用す る

コ ン ピュー タの 機種 と プ ロ グラ ムを選択 す る こ とが 必要 で あ る。そ の

調 達 の 方法、 選 択 の条 件 に つ い ては、 第1章 を 参照 され た い。・

② 監 査 入 が コン ピュー タの知 識 を有 す る こ と。

EDP会 計 を 監査 す る場 合、 コン ピュ ー タを使 用 しな い場 合 とい え

ど も、 監査 入 は コ ン ピ ュー タに関 す る基礎 知識 を もたな けれ ば な らな

い こ とは前 に述 べ たが、 コン ピュー タ使 用 監査 を行 な う場合 は、 監査

人 が コ ン ピュー タの ユ ーザ ー で あるか ら、 部外 者 も し くは関 係 者 と し
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てで な く、担 当 者 と しての知識 に精 通 しな けれ ば な らない 。

③ データ・プ ロ グ ラムが保 存 され てい る こ と。

コン ピ ュー タ使 用監 査 は、 例 え ば、 監査 入が用 意 した監 査 プ ロ グ ラ

ム を用い て、取 引 デー タか ら抽 出、集 計 、 照 合 な どを行 な う方 法 で あ

るか ら、 との場 合 、 当然、 被監 査 会社 は、 電磁 的記 憶媒 体 に よ リデ 一

夕 を確 実 に保 存 してい なけ れ ば な らな い。 なお この 場合 、 電磁 的 記憶

媒 体 の保 存 に 加 え て 同様 な 内容 の デ ー タを印 刷物 と して も保存 す る こ

とを求 め る こ とは好 ま し くない。

また、 監査 入 が テ ス トデ ー タを用意 して被 監査 会 社 の保 有 す る プ ロ

グ ラ ムの テ ス トを行 なお うとす る場 合 に は 、 当該 ブ ・ グ ラムが保 存 さ

れ てい る こ とが前 提 とな るの は い うま で もな い。 しか しな が ら、一 般

に コ ン ピュ ー タプ ログ ラ ムは、 処理 方法 の変 更に より頻 繁 に修 正 され

る ととが 多 いの で 過去 の特 定 の時 点 にお け る再現 性 は確 保 し難 い。従

って、 この よ うな 監査 は、 原則 と して期 中監査 と して実 施す るこ とが

望 ま しい。

③ 方 法

コン ピュー タを 用 い る監 査 の手 法 は大 別 して
、 次 の三 つ で あ る。

① テス トデ ック法

② 立 会法'

③ 監査 プ ロ グラム法"

以 下、 項 を改 め て、 それ ぞ れ の方 法 につ い て述 べ るが、呼噛これ らの方 法

には 、一 長一 短 が あ るの で、 適 用可 能性 、 経済 性 な どを考 慮 して、 適切

な方 法 を選 択 し、 ま たは 、必 要 に応 じて組 合 わ せ て適 用 しなけ れ ば な ら

な い6
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(4)テ ス トデ ッ ク法

① 方 法 、"・ ・'

テ ス トデ ック法 は 、監 査 入 の 用意 したテス トデータを被監査 会社 の コン

ピュ ー タプ ログ ラムに よっ て処理 し、 これ に よ って、 プ ロ グ ラム の テス

トを行 な うものであ る。テス トデジク とは、穿孔 カー ドに穿孔 された一連のテス トデ

ー タを指 す用 語 で あ り
、 この方法 は 、 テ ス トデ ー タ法 と も呼 ばれ る。

② 目 的

テ ス トデ スク法 に よる プ ロ グラムの テス トは、 そ の プ ログ ラ ムに 含 ま

れ てい る内 部 統制 組織 の コ ン トロー ルが、 設計 条 件 の通 りに、 間 違 い な

く機 能 してい るか 否 か を確認 す る こ とに よ り、 そ の プ ロ グラム を使 用 し

て処理 され た 取 引記 録 の信 頼性 の程 度 を確 か め る こ とで あ る。 通 常、 コ

ン ピュ ータ の プ ロ グラムは い くつ か が集 ま って 一連 の処理 フロー を形成

して い るので 、 テ ス トに 当 っ て も.その フ・一の 最初 の プ ロ グ ラムに テ ス

トデ ー タを投 入 し、 一貫 して、 最 後 の プ ログ ラ ムに よるア ウ トプ ッ トま

で作 成 す る こ とが、 この 目的 の た めに は重 要 で あ る。 これ に よ って、 テ

ス トデ ッ ク法 で は、個 々 の プ ログ ラムの テ ス トを積 み重 ね る こ とに より、

シ ス テ ムの テス トを行 な っ て、 目的 を達 す る こ とに な る。

③ 適 用可 能性

この方 法 は 次 の よ うな 条件 が ある場 合 に、選 択 、 適 用す る ことが 効果

的 で ある。

(イ1内 部 統制 組織 の重 要 な コン トロー ルの 部分 が コ ン ピ ュー タプ ロ グラ

ムに 内蔵 さ れ てい る場 合 。

回 可視 的 な監 査証 跡 が 設 け られ て い ない システ ムに お・い て作 成 され た

取 引記録 の信 頼性 を、 コン トロール の面 か ら調 査 しよ うとす る場合 。
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④ テ ス トデー タの作 成

テ ス トデ ック法 に よ り監 査 を行 な う場合 、所 期 の 目的 を達 成 す る こ と

が で きるか否 か は 、 テ ス トデ ー タの作 成が 適切 で ある こ とに か か って い

る。従 って、 テ ス トデ ー タの作 成方 法 につ い て監 査 入 は 十分 研究 し、 直

接、 数 値 の作 成 を手が け るか、 完全 な管理 下 に行 なわ な け れ ば な らな い。

テス トデー タは、 通 常 、 次 の よ うな条 件 の デー タが含 まれ なけ れ ば な ら

な いo

㈲ 正常 な デ ー タ

回 プ ログ ラムの 演 算 条 件 の指 定 す る順 序 に ない デ ー タ

内 通常 起 り うる取 引数 値 の範 囲 を、 上 下 に逸 脱 した デー タ

同 設 定 され て い ない コー ド番号 が 含 まれ る デ ー タ

困 デ ー タ中 の何 れ か の部 分(項 目)が 欠落 して い る デ ー タ

内 プ ロ グ ラムに含 まれ る あ らゆ る ルー チ ンを必 らず通 過 す る デー タの

組 み 合 わせ

(ト)そ の他、 当該 の プ ロ グ ラムの演 算条件 に応 じて必 要 と思 わ れ る デー

タ

(5)立 会 法

① 方 法

立 会法 は 、 現場 立会 法 と再 処 理立 会 法 とに分 れ、 前 者 は 、 監 査 入が す

でに テ ス ト し、機 能 が 確 認 され てい るプ ロ グ ラムに よって 実 際 の デ ー タ

を処 理 す る現 場 に立 会 う方 法 で あり、 後 者 は、 同 じく、 再 処 理 に立 会 う

方法 で あ る。従 って、 これ は、 処理 ない し再処 理 を コン トロー ルす る方

法 と も呼 ばれ るo

② 目 的
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この方 法 に よる監 査 の結 果、 監査 入は 、取 引記 録 が 監査 人 が 確 認済 み

の正 常 な プ ロ.グラみに よ って作 成 処 理 され た もの で ある ことを確 認 し、

そ の信 頼 性 の程 度 を 確か める ことが で きる'。と くに、再 処 理立 会 法 に お

い ては、『す で に実 行 され た被 監査 会社 に よる計 算 結果 と照 合 す る こ とに

よ り、 一 層 、 この 目的 を完 全 に達 成 す る ことが で きるδ

③.適 用 可 能性

この方 法 は、 次 の ような条件 が あ る場 合 に選択 。適 用 す る ことが 効 果

的 で ある。

(イ)プ ロ グ ラムの演 算 条 件 、・機 能 な どにっ い て確 認 され てい る場 合 。従

って テ ス トデ ック法 に よ リテ ス トしてか ら、.この方法 を 適 用す る こ と

は より確 実 な 方法 で ある。 三.・ .、

(ロ}監 査 会 社 の シス テム につ い て、 フ ロー チ ャ ー ト、 プ ログ ラ ム定 義書

な どの文書 が 十分 整備 され てい る場 合 。

内 監 査 入 が、 コ ン ピュー タのオ ペ レ ー シ ョンに 関 して の知織 を有 す る

場 合 。,

(6)監 査 プ ロ グ ラム法 .'

① 方 法

監 査 プ ロ グ ラ ム法 は、 監査 目的 のた めに作 られ た プ ログ ラ ムを利 用 し

て、 計 算 結果 の テ ス、ト、 取 引記 録 の質 の検査 、、サ ン プ リン グ、 監査 入 に

役 立 つ デ ー タの作 成 な ど の作 業 をコ ン ピュ ー タにお こな わせ る方 法 で あ

る。 監査 プ ログ ラム には 、 被監査 会社 の作 成 レた プ ロ グラ ム、一 般 的 な

監査 用 プ ロ グ ラム、 監 査 入 が 作成 した プ ロ グ ラムの別 力三あ る。 これ らの

選 択 方 法 につ い ては、 第1章 に述 べて ある。

② 目 的 二
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監査 プ ロ グラ ムの使 用 に よる取 引記 録 の監 査 は、 取 引記録 の 監査 の第

一 次 目的 で ある内部 統制 組織運 用 の有 効 性 お よび取 引記録 の企業 会 計 原

則準 拠性 の双方 を カバ ー し、 これ に よ って、 第二 次 目的 で ある取 引 記録

の信 頼 性 の程度 の確認 を果 たす こ とが で きるσ

監 査 プ ロ グ ラムに はvgLtt的 な もの と間接 的 な もの が あ る。 前者 は、

計 算結 果 のテ ス ト、 取 引記録 の質 の検査(例 え ば、 完 全 性 ＼ 首尾 一 貫性 、

正 当 性)な ど、 監 査 の 目的 とな る結果 を直 ちに求 め る ζ とが で きる よう

作 成 され た プ ロ グ ラム で ある。 後 者 は、例 外 的 な デー タの抽 出、 デ ー タ

のサ マ ライ ズ、 分 析 な ど、 監査 入 の手 作業 に よる監 査 手 続 に役立 つ 資料

を作 成 す る よ う準備 された プ ロ グ ラム で あ る。

③ 適 用 可 能性 一

この方法 は・次の ような条柄 や る場合に選択 適用す ることが効果

的 で あ る。

(イ)取 引記 録 のデ ー タが 極 めて 多量 で あ り、 そ れ らが電 磁 的記 憶媒 体 に

より保 存 され てい る場合 。。

(司 監査 入 が監査 プ ロ グ ラムを作 成 す る 能力 が あ る場 合 。一 般 的 もし く

は 被監 査 会社 が作 成 した監 査 プ ロ グラムを使 用す る場合 も、 これ に準

ず る 能力 が ある こ とが望 ま しい。

内 監 査 手 続 が お おむ ね確 立 され 、定 型 化 され てい て、 試 行 錯誤 的 でな

い場 合 。

④ 適 用 例

取 引記 録 の監査 に 監査 プ ロ グ ラム法 を 適 用す る場 合 の例示 を次 に示 す 。

(イ1勘 定 の分析

売上 勘 定 を分析 して、 これ に算 入 して は な らな い項 目が 混入 して い
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オな いか どうか 確 か め る場 合
、売 上 デ ー タを プ ロ グ ラムで判 定 す る。

(司 相手 先 勘定 と の照合

売上 高 と売掛金 、 売 掛金 と受 取 手 形 ま た は預 金 。現 金 な ど、 対 応 す

る勘 定 につ い て、 ある取 引が 正 確 に計 上 され てい るか ど うか、 プ ログ

ラム に よ リキ ー コ ー ド別 に照 合 して調 査 す る。

内 記 録 と計算 結果 の照 合

製造 費 用 な どについ て、 原始 記 録 と製 造 勘定 の計 上数 値 を照 合 ・分

析 し、計 算 が 正 確 に行 な われ てい る か ど うか 確か める 場合 、 プ ロ グ ラ

ム に よ りま つ サ ンプル を抽 出 し、 次 に、 自動 的 に照合 し、 不一 致 の も

の が あれ ばそ の リス トを 印 刷 す る。

←}勘 定 増 減 高 の 内容 分析

固定資 産 の増 加高 ・減 少高 の デー タにつ い て、一 定 の条 件 に該 当す

る も の・を 抽 出 して そ の リス トを 印 刷す る。 監査 人 は、 この資 料 を検

査 し、 必要 あ れば 証拠 資 料 を調査 す る こ とに より、 取 引記 録 が 企 業会

計原 則 に準 拠 して い るか ど うか 確 か め る。

●

◎

●
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第4章 財 務 諸 表 の 監 査

◇

企業 活 動 の業 績 は、 財務 諸表 に よって表 現 され る 。 した が ってEDP会 計

を実施 し てい る 企業 にお いて も最終 的 に は 財務 諸表 を作 成 し、 会計 を総 合 化

してい る。 す な わ ち個 々の取 引 記録 は ① 原 票、 ② イ ン プッ トデ ー タ、③ 中 間

記 録 、 ④ ア ウ トプ ッ ト、 の過 程 を経 て総 括 され 、 財務 諸表(貸 借 対 照 表 、 損

益 計算書 、 そ の他 の諸表 及び付 属明 細 表)に 集 約 的 に表 現 され る。

企業 は コン ピュー タに より前 述 の処理 を行 な い会計 記録 を作 成 し保 存す る。

この場 合 、 会計 記 録 は見読 可 能 な もの もあれ ば、 電 磁 的記 録 媒 体 に 収 め られ

て見 読 可能 な もの もある。 しか しこれ らの記 録が 総 合 され て、 財務 諸表 が作

成 さ れ る。

●

1.財 務諸 表 監 査 の 意義

財務 諸表 監 査 の 目的は、 財務 諸表 が 企 業会 計 原則 に継続 的 に準 拠 して作

成 され 、 会社 の財 政状 態 及 び経 営 成 績 を適 正 に表 示 してい るか ど うか を確

か め る こ とで あ るo

したが って 財務 諸表 の監 査 は、 そ の諸 表 に記 載 され て い る項 目(勘 定)

の監査 で ある。 この項 目は 取引 記 録 の監 査 の結 果 得 られ た信 頼 性 の 程度 に

応 じて勘 定 残高 の当否 を確 か め、 さ らに財 務諸 表 の表 示 方法 の 妥当 性 を検

討 す る こ とに よ り達 成 され る。

EDP会 計 にfoけ る財務諸 表 監 査 は 手 書 き会 計 の場 合 と特 に 異 な る もの

で は ないが 、 勘定 残 高 の確認 に つ き補 助 的 に コ ン ピュー タを 使 用 す る こ と

が あ るで あろ う。
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2.財 務諸表作成過程の監査

財務諸表 は取引記録が記載 されている帳簿残高か ら作成 され る。EDP

会計において勘定残高が記 録媒体 に保存 され ている場 合は、これか ら直接 財

務諸表 を作成 することも考え られ る。

この場合① 財務諸表 の表示方法 の妥 当性、②表示 項 目の残高 の一致可性、

を検 討 する必要が ある。

この場合には財務諸表 を作 成す るプログラムを監査す る必要が ある。 した

が つて これ らの監査 は再処理な どの方法に よって財務 諸表 作成の妥当性 を

確認 す る方法が と られ る。

これ らを調査 確認す ることが財務諸表 の作成過 程を監査す ることで ある。

●

●

5.勘 定 残 高の 当否 の 監 査

勘定 残 高 の当否 に 関す る監 査 は当 然 企業 会 計 原則 に準 拠 してい るか ど う

か、 決 算 期 間 に属 してい る か ど うか、 を調 査 す る こ とで ある。 そ のた め に

は明 細表 を作 成 し、照 合 、分 析 を行 な う。 この作業 に は、 コ ン ピ ュー タは

極 め て有 効 で あ る。 す なわ ち、貸 借 対 照 表 や損益 計 算 書 の 各勘 定 項 目に関

して、 明 細表 、 帳 簿 とそ の他 の資 料 との 照合 を行 な う必 要 が ある場 合 に 、

監 査 入 は 、 コ ン ピ ュー タ を利 用す る こ とに より、 迅 速 に これ らの資料 も作

成す る ことが で きる。 ま た各 勘定 の内容 を 分析 す る な どの ミク ロ的監 査 を

実 施す る場 合 も コン ピュー タを利 用 す る こ とに よりそ の効 果 を上 げ る こ・と

が で きる。

(1)コ ン ピュー タに よ る監査 手 続 の 列示

① 勘 定 分 析 に よる勘 定 残高 の妥 当性 を調 査 す る。

売 掛金 、手 形 債権 、 買 掛金 、未 払金 、 手形 債 務 等 の 諸勘 定 残高に対し

■
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喝

喝

●

◆

(づ 層 別 分 布 を調 査 し異常 値 を発 見す る。

(ロ)一 定金 額 以 上 を抽 出 し調 査 す るポ

内 特 殊 な取 引 条 件 のも の を抽 出・し調査 す る。

② 回収 可能 性 の吟 味

売掛金 、手 形 債権 、 貸 付金 な どにっ い て

ω そ の回収 期 間 が異 常 に 長 くな いか を調 査 す る。

(ロ)不 良債権 化 してい ない か どうか を調 査 す る。

内 取 引 稟議書 な どに定 め られ てい る信 用 限度 との比 較調 査 。

③ 明 細表 、 評価 の 適 正 、 評価 損 の適 否

棚卸 資 産勘 定 、 有 価証 券 な どに対 して

(イ)受 払 のな か った在 庫品 目に つ い て抽 出 し調査 す る。.

㈲ 受 払 の残 高 が マ イ ナ スに な って いる品 目に つ い て抽 出 し調 査 す る。

④ 明細表 の内容分析 ・… 残高 の妥当性

固定資産 及び減 価償 却について企業会計 原則の準拠性、適正処理に

ついて

(イ)新 規 編入の一定金 額以上 の もの、 または以下 の ものを抽出 し調査

す る。

(→ ランダム抽出 に より残存 簿価の資産の実施。

⑤ 証 拠資料 の吟味

売 上高 に関 し各種 の資料 に より

(イ)売 上単価 ×数量の計算 に より計上額の調査

㈲ 売上単 価については売上単価 マスタ≡ との照合 に よる調査 ・

⇔ 見本品払出 しの抽 出に よる調査

←)出 荷払 出数量 と売上数量 の照合調査
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(翁 期 間的 適合 性 の調査

⑤ 売上 計 土 日列 分 布 を調査 す る。

⑤ 売上 取 引 の取 消、 訂 正 処理 分 を抽 出 し調 査 す る。

⑥ 売 上高 の内容 分析

売 上 控除 に対 し処理 の 妥 当性 及 び 売上 原価 に対 し適正 計上 か ど うか

につ い て

ω 値 引、 リベ ー トの一 定 率 と これ に対 応 す る ものの 抽 出 に よる調 査 。

(ロ)製 品別 、 取 引 品別 の荒 利 益 率 の一 定 額 以 上 の もの、 或 は以下 の も

の の抽 出調 査 。

内 原 価 を割 って販 売 を して い る もの の抽 出調査 。

(2)現 実 との照 合

サ ン プ リン グに よる 抽 出調査

① 売掛金

貸付金

手形債権 な ど

② 買掛金

未払金

借 入金

手形債務 な ど

＼
P債 務者へ の確認

債権 者へ の確認

以上 各種 の方法が あるo

w

■

4.財 務諸 表 と現 実(事 実)と の 照 合

財務 諸表 に記 載 され て い る各 項 目 と事 実 との照 合 は コ ン ピュー タに よる

サ ン プ リン グ方 式 な どに よ り、 この妥 当性 を調 査 す る こ とが で き る。 これ
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に 関 して は い くつ か の新 しい方 式 が 開発 され 、導 入 利 用 され つつ あ る。

た とえ ば売掛金 につ い て は、一 定金 額 以 上 の取 引 を コ ン ピュ ー タに よ り

抽 出 し確 認 書 を作 成 して、 取 引先 に照 合 す る ことな どで あ る。 こ の ような

サ ンプ リン グは、 コ ン ピュー タを利 用 す る こ とに よ り、 迅 速か つ的 確 に実

施す る こ とが 可能 で あ る。

●

喝

5.財 務諸 表の マ ク ロ 的検 討

財務 諸 表 を総合 的見 地 か ら分析 し、 他 企業 との比 較、 或 は 外 部情 報 に よ

る シュ ミレ イ シ ョンを行 な うこ とは 、 財務 諸表 の妥 当性 を検 討 す る上 で極

め て重 要 な ことで あ るが 、従 来 これ らの と とは 困難 と され てい た。 しか し

なが らEDP会 計 にお い て は コ ン ピュ ー タを活 用 す る こ とに よ り、 これが

可 能 とな って きた の で、今 後 は マ ク ・的 見 地 に立 った比 較 分 析 な どが、 当

然 導 入実 施 され る べ き で あろ う。

(1)コ ン ピュ ー タに よる監 査 手 続の例 示

① 経 営分 析 、 財務 比率 な どに よ る調 査

② 統計 的解 析 法 の導 入 調査

③ 予 想数 値 と実 績 の対比 な どに よる調 査 、 な どに よる。

●

■
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6.む す び

以上 の 各車 で論 じた 内 容 は 「監査 実 施準 則 」に あわせ たEDP,会 計 の監

査 実 施 要 領 で ある。

被監 査 会社 のEDP化 の現状 は 種 々様 々で あb、 コ ン ピ ュー タ使 用 の監

査 も合 理性 、 経済 性 を 十分 に発 揮 され てい る とは言 え な い。

今 後 監 査 プ ロ グ ラムの 開発 な どに よ り、 そ れが 広 く用 い られ る と所 期 の

目的 を達 成 す る こ とが で きる。

ま た商法 、 税 務 の改正 に よ って更 にそ れ が汎 用化 され る こ とを望 ん で止 ま

な い 次第 で ある。

この 『EDP会 計 の監査 実 施要 預 』 も基 本 的 な もの の ま と め で あ る ので、

多 くの問 題 点が 解 明 され て いな い 。 それ は今 後 の研 究課 題 と した い。

r

■
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第3部 統 合 的 サ ン プ リング 。モ デルの研 究

勺

●

◆
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は じ め に

■

●

■

監 査 マニ ュアル 部会 が 、昭 和46年 度 に行 った研 究 は 、EDP会 計 に対 す

る コン ピュ ータ を利 用 す る監 査 手法 の検 討 、特に 統 計 的サ ン プ リン グ手法 の

適用方 法 の 解 明で あっ た。そ の 際次 の3点 が 将 来の 研 究課 題 と して 残 る こ と

が 指摘 され た。

一 つは この一 般 的 サ ン プ リン グ理論 が
、 会 計デ ータの 特 異性 に対 して充 分

妥 当性 を もつ か 否 か にっ い て 、 更 に理 論的 な検 討 の要 が ある こ と、 第2は

EDP会 計 に対 す る監 査 手 続 きの 自動 化、 っ ま り監 査 手続 きの さ らに多 くの

範 囲が コ ン ピュ ータ化 で きる 可能 性 の あ る こ と、 第3点 は 、 い わ ゆ る汎 用監

査 プログ ラム と呼 ばれ る ものに つい て も、そ の汎 用 性は 限 定的 な もので ある

こ と、 この3点 の 指 摘 で あっ た。

この 中第3点 の 汎 用 性 の開 発 は 、主 と して コン ピュ ータの ハ ー ドウ ェアの

互 換 性 に係 わる問 題 で あって 、 そ の開 発 は コ ン ピュ ー タメ イカ ーに侯 つ 性 質

の もの で ある 。 又 第2点 の 自動 化 にっ い ては 、理 論 面 とい うよ り も、 コ ン ピ

ュ ータの 応 用 技 術 の拡 大 とい う技 術 的側 面が 強 く、 その 開発 もさ し て困難 な

もの とは考 え られ な い。 これ に対 し、 第1点 は 今 日 の監査 の 基本 的 手 法 で あ

る試査 の理論 的 支柱 そ の もの に係 わる問題 で あ る。

当部 会 と して は上 記 諸 点 を勘案 、 当47年 度 の 研 究 は第1の 点 に絞 る方 針

の もとに、 先 づ昨 年 度報 告 を したサ ン プ リン グ理 論の 解説 に 対 して 補遺 を加

え 、次 いで そ の発 表 以 来 アメ リ カの 会 計学 界 で注 目を あび て い る 井 尻 一 カ

プ ラ ン 両教 授 に よ る"統 合 的 サン プ リン グモ デ ル"(註)の 解 明 と、 具体 例
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に よ る 試 算 と を 行 っ て 来 た 。 さ ら に こ の モ デ ル が 監 査 手 続 き に 対 し、 い か な

る 含 意 を も つ か に つ い て 、 言 い 換 え れ ば こ の モ デ ル の 監 査 手 法 上 の 位 置 付 け

に っ い て も 併 せ て 検 討 を 加 え た6・

(注)YujiIjiriandRobertS.Kaplan,

ctAModelforIntegratingSamplingObjectsin

Auditing",JournalofAccountingReserrch

SpriIlg,1971,PP.73-87

尚 、本 論 文 に 対 して は 、AICPAよ り1971年 度 のLitera『ture

Award、 が 捜 索 さ れ て い る 。

烏

レ

●
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第1章 監 査 と 統 計 的 手 法

(試 査 と統計的試査)

■

●

近 代 財 務 諸表 監査 が試 査 を前 提 としてい る こと は 明 白で ある 。 我 国の 監 査

基準 は 「監査 人 は 、 内 部統 制 組織 の 信 頼性 の 程 度 を勘 案 して、 試 査 の範 囲 を

合理 的に 決 定 し なけれ ば な ら ない。 」(実 施 基準 二)と し、 監 査 実施 準則 は 、

「監 査手 続 の通 用 は 、 試査 に よ る。 試 査の 範 囲は 、 企業 の 内部 統 制組 織の 信

頼 性 の程 度 を勘 案 して、 合理 的に これ を決 定 す る。 」(総 論三)と して い る。

我 国 の 旧監査 基 準 は 、 試査 を 「会計 記録 の一 部 を 適 当に 選択 して検 査 し、

そ の結 果 を もっ て他 の 部分 の正 否 を 推定 す る こ と」 と定 義 して い る。

試 査(test,testing.七estchecking)は 、 い うま で もな く、精 査

(completechecking)の 対 応概 念 で あ るが 、そ の 根 拠 は 、 数学 的確 率

論 に あ り、監査 費用 の 節減 を 目的 とす る もの で あ る。 勿論 、 試 査 は よ く整 備

運用 され て いる内 部統 制組織 を前 提 と してい る か ら、 これ が 不完 全 な場 合 は 、

試査 の範 囲の拡 大 或 いは精 査 を必要 とす る。

従来 試査 の適 用 は 殆 どが監 査入 の経 験 と勘 に委 ね られ て い た。 監 査 人 は 、

内部 統 制の 程度 や項 目の重 要 性 、 相対 的危険 性 等 を考 慮 して 、 そ の 経験 と熟

練 に よ リサ ンプ ルの 大 きさや そ の抽 出 方法 を 決 定 し、 試査の 結果 を主観 的 に

判 断 して来 た。 こ の ような試 査 は 、 経験 的 試査 と呼ば れ てい る。

経 験 的試 査 は 弾 力 的 で あ り、 簡 便 か っ容 易 に 適用 出来 る長所 が あるが 、 反

面サ ン プル の大 き さの妥 当 性 や 抽 出誤差 の危 険 率 が判 明せ ず 、 結 論 の 信 頼度

も明 確 で ない短 所 が あ る。 この た め最 近 では 、 統計 的 標 本調査 法 の監査 へ の

応用 が盛 ん に研 究 さ れ一 部は 既 に実用 の 段階 に 入 っ て い る。 こ の統 計 的標 本

調査 法 を応 用 した 試査 を特に 統計 的試 査 と 呼び 経 験 的 試査 と区 別 して い る。
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統計的試査の長所は 、試査 に よる結論の信頼度 や危険率 が客観的に示され

る点 である。 この ことは、同時に監査人の責任の有無を客 観的に立証 す る有

力な手段 となる ことを意味 してい る。統計的試査で あって も試査 である以上

監査人が母 集団につい て誤 った結論を 出す 確率は、常に存 在す るが、 監査人

が職業上の正 当な注意 を払ったに も拘 らず、 誤った結論を 出 した場 合、 統計

的試査では監査人に責任の ない こ との立証 は経験的試査の場 合 よりは 、かな

り容易な もの となろ う。 しか し統計的 試査は 、この ような長所が あるに も拘

らず、実際に適用する場 合には、経験 的試査 と異なって、 多 くの労力 と費用

を要す る短 所がある。

しか し、 統計的試査 はその長所の故に、EDP会 計が発展 すれ ばす るほど

今後ますます利用され るであろ う。

しか し統計 的試査 は監査人の判断に代 るもの では なく、監査人 の判断 を援

助 し或 いはその判断を実行 に移す ための用具 で ある。統計 的試査は試査の実

施 に当 り監査 人の利 用 し得 る秀れた監査技 術の一つではあ るが、監 査人の専

門的判断 に代 るものでもなければ、またそ れを排除 しよ うとする もの で もな

い。統計的試査の 目的は あくまで も会計記録の信頼 性を判 定す る尺度 を提供

する ことにある。

■

●
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第2章 井 尻 一 カプ ラ ン ・モデ ル

t.序 論

(1)単 純 な統 計 的 サ ンプ リング の限 界

会 計監 査が 試査 を 中 心 と して行 なわ れ る もの で ある こ と、 お よび 試査

の方 法 と して統 計 的 サ ン プ リン グ手法 が 極め て 重要 な意 義 を有 す る もの

であ る こ とは前 章 に おい て述べ た 通 りで ある。 われ われ は 前年 度 の報 告

書(「EDP会 計 に 関す る研 究報 告 」オ3集 、 昭和47年3月)の 中で

統 計 的サ ン プ リング理論 の 数学 的 基 礎 を 明 らか にす る と と もに、そ の理

論 に も とず い たサ ンプ ル ・サ イズ の 計 算 な らびに サ ン プル 抽 出の コ ン ピ

ュ ー タ ・プ ログラ ムの 試 作 例 を提 示 した(同 書 オ3部)。

しか し、 そ こで援 用 さ れ た統 計理 論 は 「標 本 平 均値 は正 規 分 布 に した

が う 」 とい う中心 極 限 定理 を 中核 とす る もので あ り、 真 の 誤 謬 率 あ るい

は勘 定残高推定の 問題を、母比率 あ るい は平均値の区間推 定の問題に帰

着 させ る もので あ る。 この よ うな統 計 的 推定 の 問 題 では 通 常信 頼 水準 を

95%程 度 に、 金額 精 度 を 誤差 率 で1%程 度 に 定 める こ とが 多い(前 掲

報 告 書P.122参 照)。 しか る にそ の よ うな前提 の もと で は 、そ の サ

ン プ ル ・サ イズ は、 通 常監 査入 が 経 験 的 に抽 出 してい るサ ン プル の大 き

さに 比べ て著 しく大 き くな る傾 向が ある 。 この こ とは 、 統計 的 サ ン プ リ

ング 手法 の 限 界 を示 す もの で あ る か、 あ るい は 実務 家の 慣 行 が 実 は 著 し

く信 頼 水準 の 低 い もの で あ るこ と を示 す かの いずれ か で あろ う。 そ もそ

も統計 的推 定 の理 論 は 、た だ1回 のサ ン プル抽 出に よっ て 、そ れ以 外 に

は 母集 団に 関 して 何 らの知 識 もな い 者 が母 集 団 にっ い て所 定 の 確率 的 推

論 をす る とい うこ とを仮 定す る もの で ある。 しか るに 現 実 の監 査 人 にっ
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い ては この よ うな仮 定 は妥 当 しな い。 監査 人は 誤 ま りの 発 生 し易 い デ ー

タ ・ブ ロ ックか らは よ り多 くの サ ン プルを 抽 出す る こ とに よって誤 まっ

た デ ー タ を よ り多 く発 見 した り、金額 規 模の 大 きい デ ー タを よ り多 く抽

出す る こ とに よっ て、 見逃 してい るか も しれ ない 誤 ま りの 金額 の 最大 値

を一 定 範 囲 に押 え た りす る と とに よっ て、 比較 的 少数 の サ ン プル に よっ

て 実質 的 に高 い 信 頼 水準の 試査 を実 施 す る こ とに成 功 してい る もの と思

わ れ る。 したが っ て 、 この よ うな既得 知識 の存 在 を無視 す る、単 純 な統

計 的サ ン プ リン グ理 論が 過 大 なサ ンプル を要求 す るのは 当然 で あ る とい

う こ とに な る。 そ こで、 われ わ れは 前年 度 に開発 した 、単 純 な統 計 的 サ

ン プ リン グ手 続 を一 歩 進 めて 、 通 常監査 人 が監 査 対 象デ ータに 関 して持

っ てい る と思 わ れ る知 識 を サ ン プル ・サ イ ズの決 定 に反 映 させ る こ とを

企 て る こと に した。(注1)

そ の よ うな監 査人 の 既得 知識 を サ ン プ リング に生 か す た め の理 論 的 フ

レー ム ワー クと して 、 われ わ れ は差 し当た り二 つの もの を考 え る こ とが

で きる。 一 つは 統 計 的決 定 理論 の一 環 と して 近年 極 めて 注 目を浴び てい

る ベ イズ の定 理(BayesThe6rem)を 使 うもので あ り、い ま一 つ は数

'理 計 画 法 に よる
モ デ ルで あ る。 わ れわ れは 、 こ こでは よ り一 層 直接 的 な

形 で監 査 入 の知 識 をサ ン プル ・サ イズ決 定 に 反 映 させ る もの と して 後者

の 方式 を 選ん だ。(注2)こ の よ うな 数理 計 画モ デ ルの例 と して ・ われ

わ れは 井 尻 一 カ プ ラ ン ・モ デ ル を 利 用す る ことが で きる 。以 下 前掲

の井 尻 一 カ プ ラン論 文 に したが って議 論 を進 め る ことにす る。

(2)会 計監 査 サ ンプ リングの 四 つ の 目的

井 尻二一 カ プ ラン に エる と、 会 計の 監査 に 当た っ て 監査 人 が サ ン プ

ルを 抽 出ず る場 合、 かれ は 通 常四つ の 目的 を持 ってい る とい う。そ れ ら
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爲

は 次の よ うに 呼 ぶ ことがで きる 。

(a)代 表 サ ン プ リン グ(RepresentativeSampling)

(b)訂 正 サ ン プ リン グ(CorrectiveSampring.)

(c)防 衛サ ン プ リン グ(ProtectiveSampling).

(d)予 防 サ ン プ リング(PreventiveSahlpling)

代 表サ ン プ リン グ とは、 サ ン プル が な るべ く忠実に母集団 の構 造 を反映

す るよ うに 、 こ れ を抽 出す る とい うこ とを 目的 とす る もの で ある。そ こ

では サ ンプ ル の平 均 値 や 比率 値 が母 集 団 のそ れ らに完 全 に一 致 して い る

こ とが理 想 とさ れる 。 前項 に述べ た伝 統 的 な統 計 的サ ン プ リン グ 手続 は

これ に 当 た る。

訂正 サ ン プ リング とは、 母 集 団に 含 まれ てい る誤謬 ・不 正 を含 む デ ー

タを で きるだ け多 くサ ン プルの 中に 含 ませ る こ と、い い か え れば 抽 出さ

れ なか っ た母 集 団デ ー タに 含 ま れ る、誤 謬 ・不 正 を含ん だ デ ータ を最少

にす る こ とを 目的 とす る もの で あ る。・

防衛 サ ン プ リン グ とは、 サ ン プル の金 額'(差 し当 た り帳 票上 の)の 合

計 を最 大 に す るこ とを 目的 とす る もの で あ る。 そ うす る・こ とに よって、

母 集 団の うち サ ン プ ルに と られ な か った デ ータの 中 に残 っ てい る 誤謬 ・

不 正 を含 む デ ータの金 額 を一定 水準 以下 に押 え込 む ことが で きる と考 え

られ るの で 「防 衛 」 とい う名 称 が付 されて い るの で あ る。

予 防サ ン プ リン グと は、監 査 サ ン プ リン グの 行動(b'ehavi'or)が 予

測さ れ な い よ うにす る こ とを目 的 とす る もの で あ る。す なわ ち、 サ ン プ

ル が母 集 団を構成 す る会計 デ ー タの どの部 分 か ら抽 出 され るか 分 か らな

い と思 わせ る ことに よ っ て関係 者 の不正 行 為 を予 防 しよ う とす る の で あ

る。
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監査人 は 通 常誤 謬 ・不 正 の 多 く発 生 しそ うな部 分 か ら多 くのサ ン プ ル を

とろ うと し、サ ン プルの 金額 的 カバ レ ッジを 高 め よ う と し、サ ン プ リン グ

の 対 象範 囲 に もれの ない よ うに しよ うとす るが 、 これ らの行 動 は代表 サ ン

プ リングの立 場 か らは 説 明が つ け難 い 。 すな わ ち 伝統 的な統 計 的 サ ン プ リ

ング手 続 は、 上 記(b)～(d)の よ うな サ ン プ リング が 目的 とま った く無 関 係 で

あ る。 したが っ て、 も し もこれ らの 諸 目的が現 実に 存 在す る な らば 、そ れ

らは何 とか して 統 合 しな け れ ば な らない で あろ う。

もし も監 査人 が、 監査 対 象 デ ー タに関 して ま った く知識 を持 っ てい な い

な らば、 逐 次的 にサ ン プル を 抽 出 して行 き、各 目的 か らみ て満 足す べ き も

の と考え られ る よ うに な る ま で抽 出を続 け る とい っ た一 般 的手 順 しか い う

こ とが で きない が、 帳 簿 上 の金 額 が分 か って い る場 合 には 防衛 サ ン プ リン

グや 代表 サ ン プ リン グ 目的に 対 して効率 的 なサ ン プ リン グをす る こ とが で

きる。 ま た監 査 人 の 知識 ・経 験 に よ り誤 謬 ・不 正 の蓋 然 性 の高 い 領 域 と低

い領 域 とに分 け る こ とが で きるな らば 、訂 正サ ン プ リン グは 有 効 に行な う

こ とが で き る。 デ ー タの 発 生 場 所 を監 査 人 が知 っ て い る場 合に は 、そ れ ら

をすべ て 網羅 す る よ うに サ ン プル を とる ことに よって 予防 目的に 資す る こ

とが で き るで あろ う。 しか し、 以 下 では 差 し当 た り予 防サ ン プ リン グ 目的

を捨象 し、(注3)金 額 段階 別 、 誤 謬 率別 にデ ー タを分 類 す る こ とは 監査

人 に と って 可能 で あ る もの と仮定 して 、 これ らの 諸 目的 を統 合 す る数理 計

画 モ デル を構 築 す る こ とに す る。

(注1)実 は 前年度 にわ れ われ が 取pi組 ん だ 、 伝 統 的 な統 計 的サ ン プ

リン グ理 論 の枠 内に お い て も、 そ の 手続 に対 して 若干 の改 善 を加 え る

余地 は存 在 す る。 それ は 第1に 層 化 抽 出に 際 して ネ イマ ン抽 出法

(Neymanallocation)を 採 用 す る こ とで あ り、 第2に ダ リニ ウス
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,

夢

一ホ ッジス 法(Dalenius&HodgesMethod)を 用 い て層 区 分

の 最適 化 を 図 る こ とで ある 。 これ らの処 置は ある程度 の 有 効 性(所

定 の精 度 、信 頼 水 準 の もとでサ ン プル ・サ イズを減 少 させ る効果)

を 示 した が 、 わ れわ れは 、 これ を もって 問題の根 本 的 解決 を もた ら

す もの では ない と判 断 し、本 文 に 述べ た ような方 向 へ の 展 開 を決 め

た の で あ る。 ネ イ マ ン抽 出 法お よび ダ リニ ウスー ホ ッジス 法 にっい

て は下 記 を参 照 の こ と。

津村 英文 「サ ン プ リン グ手法 の研 究 」企 業 会 計、1972年11月

(注2)ベ イズ 理 論 の 会計 監査 へ の応 用に っ いて は 下 記 を参 照 され

た い。

藤 田 忠 「経 営 意 思 決定 の分 析 」(中 央経 済 社 、 昭47)オ14

章

(注3)井 尻 一 カ プ ラ ン は 、 予 防サ ン プ リン グに っい て た とえ

ば他 の3目 的に っ い て 最 適化 さ れ抽 出され たサ ン プ ルを,こ の 目的

に 照 らして評 価 し、 カバ レ ッジに 不 足 が あれ ば追加 す る、 とい う方

法 を 挙げ てい る 。

t

2.モ デ ル の 構 造 と特 徴

(1)母 集 団 デ ー タの分 類

監査 の 対 象 と なる 会 計 デ ー タ(そ れ は相 手 先別 の 売掛 金 残 高 で も よい

し、 期中 に行 な われ た 取引 の1件 ご との金 額 で も よい)を 下 図の ように

誤謬件 数 比 離 層(赤 駒 平 均 値Pi・i-1・2・'"・ ・)と 錨 階 層

(才 」馳 平 均値Dj:j=1,2,'"・b)の 二 次元 □ 類 す る・i行j

列 に 分類 さ れ た デ ータの 件 数 を ・ijと し・
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この ように分 類 され た母 集 団 の オi行j列 の階 層 か らX 個 の サ ンブij

ルを抽 出す る もの とす る と き一 定 の条 件 をみ た した 上 で

●
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l
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が 最 小に なる よ うにXijを 決 定 す る とい うこ とが こ こでの問 題 で あ る。

(2)代 表 サ ン プ リ ング 目的

サ ン プルが み たす べ き才1の 条 件 は 、それ が母 集 団 の構 造 を あ る程 度

忠 実 に反 映 す る とい うこ とで あ る。 これは 伝統 的 な統 計的 サ ン プ リン グ

が 唯一 の 目 的 と した と ころ で あ る。 い ま記号 を

●

φ

b
w・=

j昌n・j/N

Si:オi行 の 誤謬 率 の標 準 偏 差
.

b
X・=

j昌 ・・j

と定 め る と、比 率 推 定 の場 合には 母 集 団誤謬 率 推 定値 の 分散 は

aW2S宅
Σ11
i=1Xi

叫

と な る 。 しか るにS・-」 ・・(・ 一 ・・)で あ るか ら上 式 は

邑wl・ ・(1-・ ・)①
i=1Xi

と書 き表 わさ れ る。

次 に誤 謬金 額 の 推定 の場 合 を考 え る。 こ こでは簡 単 の た め 誤 謬金 額 の

分 布の平 均 値 は ゼ ロで あ り・ 標準 偏 差は 金 額平 均 値Djに 比 例 す る

(・ 一 チDj)も の と仮定 す る・ す る と層ijか ら抽 出 され るサ ン ブ・レ

の 誤謬 金 額 に っい ては 、そ の サ ン プルの

1-Piは 誤 謬 な し
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Piは 誤 謬 あ り(平 均値 は ゼ ロ)

で あるか ら、誤謬 金額の期待値 はゼ ロ、標準偏差は(1-Pi)・02+Pi(ノDj)2と なる。

したが っ て母 集 団誤 謬金額 平 均 値 の 推定 値 の分 散 は

ゑj量w'j梁)2②

とな る。 よって ① 式 あ るいは ② 式 に対 して 、超 え て は な らな い とい う上

限 値 を与 えて や る こ とに よっ て代表 サ ン プ リングに 関す る制 約 条件 式 が

得 られ る こ とに な る。

(3)訂 正 お よび防 衛 サ ンプ リン グ

サ ン プ ル 全体 か ら発 見さ れ る誤謬 件数 の 期 待値 は

ab

、三 、P・je,x・j

で与え られ るか ら、未発見誤謬件数 の期待値は

ab

、;、j三 、P・(・ ・j-・ ・j)③

となる。 訂正 サ ン プ リング 目的 だけ か らす れば ③ 式 を最 小化 すれ ば よい

こ とに な る。

次 に防 衛 サ ン プ リン グでは 層 別平 均 金 額Djだ け が問 題 であ る。す なわ

ち、 この 目的の み か らす れば 、

ab

、乙 、ji、x・jDj

を最 大化 す る こ と、 あ るい は
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を最小 にす る こ とが 最 適行 動 を表 わ す こ とに な る。

③ 式 、④ 式 に対 して 、そ れ ぞ れ 超 え ては な らない とい う上 限値 を与 え

る こ とに よってそ れ ぞ れ訂 正 澄 よび防 衛 サ ン プ リン グ 目的に 対 す る制 約

条 件 式 を得 る こ とが で きるが 、 と.こでは さ らにその 両者 の結 合形 態 を考

慮 す る こ とに しよ う。 そ れ は誤 謬 を含 ん だデ ー タの 金額 の期 待 値 を最 小

に す る とい う 目的 に ほ か な らな い 。 す なわ ち

ab

、昌j茗(・ ・仁x・j)・ ・D」 ⑤

を最 小に す るので ある。 したが っ て⑤ 式 に 上 限値 を与 え る こ とに よって 、

訂 正 サ ン プ リン グと防 衛 サ ン プ リン グの 結 合 目的に奉仕 す る 制 約条 件 式

を一 つ付 加す る こ とが で きるので ある。

(4)サ ンプ ル配 分モ デル

以 上 ① ～ ⑤ 式に 特 定 の上 限 値 を与 え る こ とに よっ て五 つ の 制 約式 を作

り、 そ の制 約の もと でサン プル ・サ イズ を最 小化 させ れ ば 、 わ れ われ の'

多 目的サ ン プ リン グ法 にお け る サ ン プル ・サ イズは 最 適に 決 定 され る こ

とに な る。 す なわ ち次 の よ うに 要 約表 示 す る こ とがで きる。

ab
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i=1,2,・ ・・…,a;j=1,2,・ ・・…,b,

こ こ で9k(k=1,2,…5)各 制 約 条 件 の 上 限 値 で あ る 。 この 制 約 条

件 式 は9(=ab)次 元 の 凸 集 合 を 作 る か ら 、 こ の モ デ ル は 非 線 形 計 画

法(nonlinearprogra㎜ing)の 手 続 に よ っ て 解 く こ と が で き る 。

.し か し、 そ.の 解 法 の 説 明 は 次 節 に 譲 り、 以 下 で は こ の モ デ ル の 構 造 的 特

徴 に つい てふ れ て お こ う。

(5)モ デ ル の特 徴

この モ デ ルの 特徴 と しては 、ま ず 数 理 計 画法 とい う形 式 の持 つ 弾 力性

を 挙げ る こ とが で きる。 た とえ ば前 項 に掲 げ た 数式 体 系 の うち 、 ⑥ と⑦

は 、 い ずれ か一 方 だけ が用 い られ る ことが 多 いで あろ うが、両 者 併 用す

る こ と もで きる。 他 の制 約式 につ い て も同 様 で 、.監査対 象デ ー タの 性 質

や 監査 人 の 事 情 な どに応 じて 適 当に 削除 した り、追 加す る ことが で きる。

A

■
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この よ うに 融通無 碍で あ るこ とは 数理計 画法 モ デ ルの 特 長 で あり、 そ れ

故に こそ 、 この モ デルは 各 種の 目的 を 統 合す る ことが で きた の で ある 。

aやbの 値 も対 象に応 じて任 意 の レベ ル に決 め るこ とが で きる。

しか しなが ら、 この よ うな 融通性 は 反 面 に おい て い くつ かの 困難 を も

た らす 。才1の 問題は 計 算量 に 関 す る もの で ある。③ ～ ⑤ の各 式 はい ず

れ も決 定変 数Xijに 関 して 線 形式 とな っ て い る のに対 して① 式 と② 式に

おい て はXijが 分 数式 の 分母 に入 っ て い る。 そ れ故に ごの モ デルは 非 線

形モ デ ル と呼 ばれ る(た だ し 目的 関数 は 線形 式 であ る)。 コ ン ピュ ー タ

を使 っ て この よ うな問題 を解 く ことは 、 次 節 に示す よ うに可 能 で あ るが 、

線形 計 画 問題(目 的関 数お よ びす べて の 制 約式が 決 定変 数 に 関 して線 形

=一 次 式 であ る もの)に 比 べ れ ば、 よ り多 くの 時間 を要 し、そ の結 果 コ

ス トも余 計 に か か る。 そ の こ とはa,bの 値 が大 きい ほ ど重 大な 問題 と

なる 。 しか し、監 査対 象 デ ー タに関す る監 査人 の事 前的 知 識は それ ほ ど

詳細 な もの では ない と思 われ るの で、a,bは いずれ も2～4程 度 で あ

るの が 通 常 と 思わ れ る。そ の 程 度 な らば 解法 上 の問 題 は重 大`では ない 。

オ2の 、そ してモ デ ル適用 上 一 層重 大 な問題は 、モ デ ル の 中に含 まれ

てい る パ ラ メタ ーの 特 定 化の 問題 で あ る。 デ ー タを 金額(帳 簿 上 の)段

階 別に 分類 す る こ とは機 械 的な 作業 で あるが 、 誤 謬率 段階 別 に 分 類 す る

のは 容 易 で ない。 監 査人 が誤 謬 率 を正 確 に知 って いる の なち サ ン プル を

とっ て調査 す る意 味は ない し、 誤 謬率 につ い て ま った く見 当 もつ か ない

の な ら、そ れ に したが った 層区 分 な ど無意 味 で ある。そ こで 監査 人 は 必

要 に応 じて 他の 監 査手 法 を適 用 して 誤 謬 率に つ いての 情 報 を得 なけれ ば

な らな い こ とに な る。 ここで 監査 手続 の 中に おけ る本 モ デ ルの 位 置 付 け

が問 題 とな るが、 この 問 題は オ3章 に 譲 る こ とにす る。 な お チの 推定 も
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そ れ ほ ど容易 な こ とで は な いか もしれ ない。

最 後 に9k(k=1・2・ … ・5)の 特定 とい う問 題が ある 。い うま で も な

く、 このモ デル に よって計 算 さ れ る必 要 最 小 サ ン プ ル ・サ イズ は9kの

値 に 依 存す る。g、 か らg,ま での いず れ も、 その 値が 大 きい ほ ど制 約

条件 は緩 くな り、 したが っ てサ ン プルは 少 な くてす む こ とに な る。 しか

し、監 査 人は どの位 の 数値 を与 えれ ば どれ 位 のサ ン プ ル ・サ イ ズが 算 出

され る かを事 前 に知 る こ とは通 常 で きない 。 しか も、 ごの こ とは 被監査

会 社 ご とに、 ま た勘 定科 目 ごとに異 なる もの で あ る。 したが っ て 、 この

モ デ ル¢)使用 に 際 しては 、 若干 の 試 行錯 誤 は 避け られ な い ごとに な る。

しか し・ 最 も きつ 瞭 件 は ・ 制 約式 左辺 騰 い て ・ij=・ijと ぷ こ

とに よっ て求 め るこ とが で きる し・ ・ijカ ミ+分 小さ くな る よ うな9kの

レベ ル を計 算 す る こ と もで きる。 よっ て 、 この モ デ ルの実 行 可能 性は 十

分認 め られ る もの と思 う。

(注1)井 尻 一 カ プラ ソ論 文 では 、 本文 に示 した定 式 化 の ほか に 目標

計 画法(goalprogramming)に よ る定 式 化 も示 して い るが、 両

者 は本 質 的 にま った く等 しい の で、 こ こで は省略 した。

⇒

ろ.計 算 法

(1)非 線 形 計 画 問 題

非 線 形 計 画 問 題 は 、 一 般 に 、 っ ぎ の よ う な か た ち に 書 く こ と が で き る 。

・ω 関 数 ∫(・

、,X、 一ーー一 ・ ・ 。)を ・ 次 の 制 約 の も と 噸 小 化 せ よ・

9、(・ ・ … い'…,・ 。)≧0

9,(x-、 ・・、 パ ・一 ・ ・ 。)≧0

9m(・ 、 ・ ・、 ・… … ・Xn)≧0

一82一

令

'



.・ 、

＼

こ こ で 、 簡 単 の た め に,数 ベ ク トル(x、,ち,…,Xn)を ㌃ と 書

き 、 制 約 関 数 群9i(Pt)、g2(ゴ)、 … 、9
m(諺)の 値 よ り成 る 数 ベ ク トル

をア(あ と書 くことにす る。

問馴 は調 数 胸 詫 び9i(Pt)th・.そ れぞれ特定の条 件 を満足す

　
る場合 に は・ 一 党の 解 元が存 在 し.三 に拾 い て関 数 ノ(∬)の 値 が 最 小

とな る。 これ を最 適 解 とい う。

　
一 意 の 最 適 解iが 存 在 ず る た め に 関 数 ∫(め お よ び9

i(x)が 満 足

す べ き条 件 と し て は ・9iO≧ ・(i・=・ ・… ・m)が ・畝 元 空 間

の 凸 領 域 を 構 成 し 、 ∫(諺)が 凹 関 数 で あ る こ と で あ る 。

更 に 一 般 的 に は 、

⑱ 関 数 チ(x、,…,Xn)を 、 次 の 制 約 の も と に 最 小 化 せ よ 。

91(X、,…,Xn)≧ ・

9μ(X、,…,Xn)≧ ・

へ

●

h1(x1,…,Xn)==o

hv(x1,…,Xn)=o

の よ うなか た ちの 問題 を論 じなけ れ ば な ら ないが、 今 回試 算 したモ デ

ルは 、ω の タ イ プに 定 式化 され てい るの で、(B)の タ イ プの 問 題に 対 す

る考 案は こ こでは 省略 す る。

問 題(A)、(B)C・Cつい て、 解 の存在 条 件 、解 の 一意 性 、双対 問 題 と双対

変 数 の 挙動 等 の 数学 的 考 察 にっ い て、 専 門 書 に ゆず る。 た とえば 文 献

(1),(2)等 を 参 照 して い た だ きた い 。

(2)非 線 形 計 画 問 題 の解法

(A)お よび(B)タ イプの 問題 を解 く方法 は 、 種 々の試 みが あ り、 ラグ ラン
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ジュ乗 数法 の よ うな解 析 的 な方 法 、傾 斜 法 の よ うな 直観 的 な方 法に 大別

され る。 こ こ.にあげ るSUMT法(SequentjalUnconstrained

MinimizationTechnique)は 、 制約 を ある弾 力 性 を持 たせ た ペ ナ

ル テ ィの かた ち で 目的 関 数 に っけ 加 え 、 その 関 数 を直接 最 小化 し、 逐 次

ペ ナル テ ィの 弾力 性 を硬 化 させ て ゆ く方法 で ある。

S'UMif法 の 手順 を簡 単に 述べ る と、 次の ように なる。

U)っ ぎの 関 数L(→x,r)を 作 る。

L(EI},.)一 ∫(M)+鵠1.!£h2(め
i-・9i(3E})・j-・j

(問 題(B)の 場 合 。 問 題 ω の 場 合 は 最 後 の 項 は 不 要)

(ロ)あ るr=r。 に 対 し て 関 数L(㌃,r。)を 最 小 に す る 点x。

を 求 め る 。

?')rの 単 調 減 少 系 列r。>r、>r2>…>rk>…>0を 作 り 、

　 　
逐 次rkに 対 してL(x・rk)を 最 小に す る点Xkを 求 め る。

Prk→oに 対応 す る 諺kは ・ 問 題(日(ま たはA)の 最 適 解 三に 近

づ く。

実 際 には 、手 順(n)を 行 な う際 に、 関数L(3E}.r。)の 最 小点 を求 め

るた め に・ 問ee(A)の 制 約・9i(→∬)≧0(i=1,…,m)を 満 足 す る領 域

内 の 点x*か ら出発 しなけ れ ば な らない 。

扶Tk+、-1・kと して_・ を等 上ヒ数列 で減 少させ る.こ 鍼 少
C

比cは 、解 法 が うま くゆ くか否 か を左 右す る ので、 一般 には3な い し

10く らい の値 を選 ぶ とよい だ ろ う。

(3)多 変数 関 数 の最 小 化

前 節のSUMT法 は、 多変 数 関数の 制 約つ き最 ・」・化 問 題 を、 関数
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L(あ,r)を 制 約 な しで 最 小化 す る問題 に置 きかえ てい る。 しか らば多

変数 関 数 の最 小点 を 求め る方法 は如 何 に とい うと、 これ も各 種の 方 法 が

あるが、 ここ では最 も単 純 な方法 と実 用 的 な方法 の二 例 を あげ るに とど

め る。 本 項 に 引用 す る最 小値 を求 め るべ き関 数 チ(諺)と は 、前 項 のL

(診,r)に 相 当 す るもの で あ ると理 解 され た い。

傾斜法:あ る点己 における関数チ(→∬)の 傾斜 を求 め、その方 向に

沿 って 関数値 を最 小化 す る点 を 求め 、 これ を繰返 す 。

任 意 の点 ㌃kに おけ る関 数 チ(→∬)の 傾斜 とは、

Dチ(→Xk)一{㌢)
,∂ 裏),・ 魯・…,∂;司 識

n

⑦kよ り関数 値 を 小 さ くす る 点 ∂k+1と して、

Xk+、-ptk+・Dチ(Ptk)

た だ しsは 、

ナ(Mk+RDf(X・k))

を 最 小に す る λの値 とす る。

可 変 計量 法(var・iablemetric法):関 数 チ(x)の 最 小 を 探 索

しよ う とす る 点Xk付 近に お い て、 関数 が近 似 的に2次 形 式 で ある と

い う仮 定に も とづ き、 探 索の精 度 を上 げ よ うとする 方法 で ある。 手 順

は つ ぎの通 り。

㈲ ある点絨。に抽 て疏 －D∫ 己
。)を勅 る.仙 崎 列茸

と し て 、 単 位 行 列 を 置 く 。(→ →Ho=1)

巨)チ(在 ・qfik
.lk)を 最 小化 す る のを求 め る.(ベ ク ・嚇 、

;kの 方 向に 沿 って 最 小 点 を求 める。)そ の 歩み を

△ 晶kと す る 。



?・・ 」EI;・+・一絨・+△ 転 ∂ ・+、-D∫(→ 劣k十1)挟 め る・

(#1▽9k－ アk.、 一五 を求 め る・

困 孟.、 一 言 、・ △諺 ・△ 謎震 一 晒 ぽ

△該1▽y、 ▽;h、 ▽アk

を 求 め る 。 手 順 同 へ 戻 る 。

傾 斜 法 は 収 束 が お そ 過 ぎ て ほ と ん ど の 場 合 に 実 用 に な ら な い 。 上 記 い

ず れ の 方 法 を 行 な うに せ よ 、 あ る 方 向 に 沿 っ て 関 数 の 最 小 点 を 求 め る こ

と が 必 要 で あ る が 、 そ の 方 法 に っ い て も能 率 の 良 い 方 法 を 選 ぶ 必 要 が あ

る が 、 こ こ で は 説 明 を 省 略 す る 。

(4)参 考 文 献

1)O・L・ マ ン ガ サ リ ア ン(関 根 智 明 訳)「 非 線 形 計 画 法 」

培 風 館(昭 和47年)

2)J.コ ワ リ ク 、M.R.オ ズ ボ ー ン(山 本 ・小 山 訳)「 非 線 形 最 適 化

問 題 」 培 風 館

3)A・V・Fiacco&G・P・McCoynick,Computationel

AlgorithmfortheSequentialUnconstrainedMinim-

izationTechniqueforNonlinearProqra㎜ing,Mngmt.'

Sci10(1964),601

4)R,Fletcher&M .J.D.Powel1,ARapidlyConvergent

DescentMethodforMinimization,ComputerJ.

6(1963),163
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4.計 算 結 果

(1)モ デ ル の 再 録

井 尻 一 カ プ ラ ン の 矛1モ デ ル を も う い ち ど あ げ て み よ う 。

目 的:minΣ ΣX(0-1)

ijij

制 約:・ ≦ ・ij≦ ・ij(0-2)

呉 ÷P')≦9・ ①

2

Σ ΣWij
ij

Pi(∫Dj)2

≦92

Xij

習 ・ ・(n・jX・j)≦ ・・

習Dj(n・ 」-x・j)≦ ・・

習P・Djr(・ ・j・ ・j)≦ ・,

②

③

④

⑤

ここにおけ る各方 程式9意 味 につい て口 第 ・章(・)吐 いて詳 しく述べ

られ た通 りで あ る。

(2)第 一 次 試算 とそ の結 果

こ こでは 原 デ ー タの層 別化 を、 金額 階 層(添 字 」)2-3階 層、 誤謬

率 階 層(添 字i)で3階 層 と し、各 層 の 想 定値 並 びに デ ータ の 数 を以

下の よ うに した 。
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(平均金額)

Djr250舌ll50孟2rooo6

(誤 び う 率)Pi

↓

0.OO'05

0.002

0.01

この 値 によ れ ば、

{チ三一

530 215 77 822

530 245 7'7『 8.22

524 216 77 817

'/
>n

ij

↑

.-

・

n

Wij
,Wi等 は 以 下 の よ う に な る ・

Wij

0.215r36 0.08736
'
0:03f29

0.21536

㎡

0.b8736

`

,

0.03129'

'』'

o.29」 ・2も2^
'0

.084776 。.・。3i29∴

N・=2461

Wi

・'0
.33401

0.33401

A

O.33197

、、パ ○ 式を裁 て㌶ と・ぱ 項 ・・.猷 でをそと・サンカ レ拙 数

㍉.が でも綱 蚤躍 ること働 濠 もきびし嚇 のもと
と一 致 す る全数 調 査 に相 当す る こ とに なる。 その と きので はx がnijij

9、 に相 当す る値 は 、
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0332×O.()005× 〔1-00005)O.332×O.{)02×(1-O.002)

十

十

822

0332×OO1×(1LO.01)

817

で あ る 二''"

同 様 な 考 察 か ら 、

59
2～1.3'×10

min

で あ る6
.

822

-6
==g

ユ ～1.3×10
mln

g3～95は 、 最 もきび しい 制 約 と しては ゼ ロ とな り、最 もゆ るい 制 約

とレて竺・
,9・ 働 を含ん だ標本 の数S-1致L,・ ・標本 の総鑓 に 、

一 致 し、 烏 は誤 りあ標 本 の総金 額に 一 致す る二"

才一次の蹟 些 ～玲 てれそれ' ・・

gl"-o・o's

g2=200,000:t

'

93=6

.9、=4・000・0901OOO

g5=15,000,000

としてみた。 この場 合の計 算結果 はっ ぎの とおりとなった。

抜 取サン プル数xij

右表り通 り .a－

0:'・7"・ ・282・45

・,・6・ 、・3'・ も.5ミ

,
ら

1⑪2.16 、77

一'89－
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義2-3-2計 算 結 果(ケ ー ス#111の み シ リ ー ズ1デ ー タ)

REF2 044 045 046 047 048 054 D46 111 034

鞠

2.E-51.-5

.92E+5.92+5

8.8.

4.4E－ ト94.4十9

82E+68.2+6

2.-5

5.十5

8.

4.4十9

8.2十6

2.-52.-5

.92十5.92十5

6.8.

4.4→-93.十9

8.2十682十6

2.-52.-5

.92十5.96十5

8.8.

4.4十94.6十9

5.十68.2十6

2.-5

.92十5

…(d編)

4.4十9

8.2十6

4.-52.-5

.3十5.8十5

10.8.

5.十94.5十9

5.十68.-F6

烏

ら

%

c
4

㌦

.324E-5□

〔コ.363十5

[コ[コ

〔]663十9

.312E+6500+6

1.05-5

口

口

1.22十9

1.41十6

.370-5.938-5.567-5.115-5

〔コEコ

ロ[コ

[コ 〔コ

・2.126十6250十6

[コ[コ

.360口

.1.115一 ト9[コ

〔コ[コ

.369-5

口

〔コ

ロ

2.121十6

3.0・9-5.385

〔][コ

[コ ロ

2.18十9045

〔コ ロ

二5

十9

)～ ・28

)～1・10

)～882

×4・60

)～2・39

㌔32・85

>4・74

k1331

)～77・

26 .0.9

8.55L99

8.937.58

17ユ28.9

845429

9.8816.4

53462.3

21.626.0

109.8100.9

75.0.77

312.8325 .4

.31.18

1.23.71

8.34215

.68.39

2.711.56

24.377.

123、52.73

2160125.9

77.77.

454.053069

.30.31

1.191.22

6.427.45

.61.67

2.592.66

77.26.0

1.424.01

163.6135.2

77,77.

3302254.5

.31.67.55

1、232.662ユ1

8.34103.6868

.681.461.17

2703174.59

24、338.305

1215258.54.74

216.097.132.9

77.38.77.

45206571.6262.2

(d壬 ・=二199)
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(3)一 連 の計 算 とそ の 結果

っ ぎに 、抽 出標 本 の各 層 に おけ る分 布、 お よびその 総 数が 、 制 約 式 の

定 数項 の 与 え かた に よっ て どう変 わ るか 、 また各 層 に お け る標 本 の総 数

の分 布 に よっ て ど う変 わ るか 等を 、 若干 の 例 につ い て比 較 ・計算 を行 な

っ た。 そ の 結果 を表2-3-1、2-3-2に 示 す(注)

表2-3-2のCiは 、 才(i)制 約 式 に対 す る残 差 を示 す。 数字 の 無い

場 合(表 中口 印 で示 す)は 銭座 ゼ ロ、 す な わ ちそ の制 約 式で 制 限さ れて

い る こ とを示 す 。

こ こで の ひ とっの 試 み と しては 、す べ ての 制約 式で 制 限 され る よ うな

定 数項 の 組 を作ろ うと欲 したの だ が 、そ れ は意 外 に困難 で あ るこ とが判

明 した。 わ ず か に#054の ケ ースに おい てそ れ に近 い 状態 が得 られ て

い る。

全般 に 言 え る ことは,標 本 の 分 布が 同 じで あ るな ら、抽 出 され る標 本

数 の分 布 もだい た い 同傾 向の パ タ ーンを 示す こ とで ある 。 さ らに 定 性的

には、 制 約 を 全般 に厳 し くす れ ば(9iの 値 を 小 さ くす れ ば)抽 出標本

の総 数 は 増 加す る。 た だ・ どの9iを どれ だ け 小 さ くす れ ば ・ 抽 出総 数

に どの く らい影 響す る かは 、簡 単に 予測す る こ とが 困難 で あ る。

注)同 表 にお いて 、2.E-5ま たは2.-5等 とあるの は 、

2.0×10-5の 意味 で ある 。

(4)計 算 の解 釈

本来 、 井尻 一 カプラン●モデ ルに おけ る制 約 式①～⑤ は 、標本 抽 出に お

い てそ れ ぞ れ異 な っ た 目的 に対す る達 成 の 目標 の 如 き尺度 を与 え 、 そ の

程度 は 定 数 項g、 ～g5の 大 きさ に よって表 現 され るはず の もの で あっ た。

ところ が こ こで試 算 した 結果 を見 る と、 これ らの 尺度 とい うの は お 五

一91一



各制約式り残差 1

2

3

4

5

0、05

0

0

0

9.94(。106)

この結果 は 当 然予想 さ れ る ことで あ るが 、 金額 が 大 き くて 誤 謬 率 の

高 い 層 は全 数調 査 、逆 に 金額 が 小さ くて 誤 び う率の 低 い層 は ほ とん どゼ

ロ、 とい う性 質 を 示 して い る。

この 試算 で与 えた 制約 は、 どれに 対 して ゆる く、 どれに 対 して厳 しか

った か とい う と、① 式に対 しては 殆 どきい て お らず 、② は ま あま あ、③

き

■

～⑤ ま では ゆ るい 方 か ら約3/4〈 らい と考 え られ る 。そ れ に対 して この

解 は 、 制 約 式② ～ ④ま で に よって制 限 を受 け、 他 の 制約 は満 足 してい る

こ とが わか る。

総 抽 出数は463件 とな り、 総標 本 数2461に 対 して 約18.8%と な

っ た。
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表2-3-1パ ラ メ ー タ

シ リ ー ズO

Dj→

デ ー タ

250

千 円

2350

千 円

25000

千 円

Pi nij

.0005 530 215 77

002 530 215 77

.01 524 216 77

定数 項の上下 限値(概 算)

チ=o.02

822

822

817

N-[三]

下限(急) 上限(緩)

.2E-5 91
OQ

.4E+5 92 ◎◎

0 93 10.25

0 94 7.69E十9

0 95 32, E十6

シ リ ー ズ1デ ー タ 定数項の上下限 値

23.8 97 155

238 452 38

1108 97 38

490

728

1243 N=2461

2E-5

.23E+5

0

0

0

1

2

3

4

5

9

9

9

9

9

oo

oo

14.1

7.68E+9

20.8E+6
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に 影響 を及 ぼ しな が ら結果 に反 映す るよ うな印 象 を 与え 、特 定の 目的 に

対 す る重点 の 置 き加減 を常 に一 定 な量 で表 わ す こ とが 相 当 困難 で あ る こ

とを思 わせ る。

ま し て標 本の 層別 分布 状 況 がそ の都 度異 な る実 際 の例 に おい て 、広 い

範 囲 に適 合す る制 約 の 尺度 の よう な もの を設定す る こ とは、 現 状 では 無

理 なの では ない か と思 われ る。

しか し経 験 を積む こ とに よ り、任 意 の 与 え られ た層 別 会 計 デ ー タに対

して 、 ユ ーザ ーの欲 す る 目的 を で きる だけ具 現す る ような制 約の 与 え方 の

規 範 が 求 め られ る 可能 性 は無 いわ けで は なか ろ う。

(5)計 算 プ ログ ラ ム

計算 は、東 京 芝 浦電 気(株)の 御 好 意 に よ り、 同 社 と(株)小 野 勝 章事 務所

で開 発 中 のNLP/600シ ステ ムに組み 入れ られ る 予 定のSUMT法 パ ッ

ケ ー ジの プ ロ トタ イ プ を利用 して行 なわれ た。

附 録 に あげ た プ ロ グ ラムは 、SUMT法 パ ソケ ー ジ利 用 の た めの 、 制 約

式 ・目 的 関数 ・お よび これ らの 導 関数 の 計 算を 行 な うサ ブ ル ーチ ンで ある。

φ

φ
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第3章 井 尻 一 カプラン ・モデル と監 査 手続

井尻一 カプ ラン ・モデル は監 査 に於 け る統 計 的 試査 の一 手法 では ある が、 従

来 公表 され て い る 統計 的 試査 の手 法 と比較 して種 々の点 で秀 れて い る。

そ のオー は、 従来 の 統 計 的 試査 に 於け る標本抽 出は推 定 と検定 を 目的 とす

る代 表 サ ン プ リン グに過 ぎな いの に対 し、井尻一カプ ラン ・モデルは 、 更 に訂

正 防衛 及 び 予防 の三 目的 を 包含 してい る点 であ る。 試査 を 適用 す る場 合、

監査人 は 抽 出 した標 本が 出来 るだ け 多 くの誤 謬 、不正 と出来 る だけ 多 くの金

額 を カバ ー してい る こ とを望 むで あろ う。 具体 的に言 え ば監 査 入 は 重点 的重

要 性 の ある もの と相対 的 危 険 性 の あ る もの を優 先 的に 抽 出す る で あろ うが、

この よ うな 抽 出は監 査人 に とっ て必 要 で あ り、 且 つ 、望 ま しい もの で あ る。

(勿 論 、監 査 人 の標本 抽 出が 金額 的重要 性 と相対 的 危険 性 の ある もの だ け を

対 象 と して な さ れxば 、 監 査人 の 行動 は 予 測 され て逆用 され る おそ れ が生 ず

るか らその 予 防 が 必 要 で ある こ とは 当然 で あ る。)こ の意 味 に於 て、井 尻 一

カプ ラン ・モデルは 監 査人 が 従 来 経験 的に 標 準 と して来 た標 本 抽 出 の 方法 に科

学 的客観 性 を与 え た もの とみ る こ とが 出来 る。

そ の才二 は 、代 表 サ ン プ リング理論 に基 づ く従来 の統 計 的 試査 では 、変量

の推 定の 場 合、 抽 出標 本 数 が 多 くな る欠 点 が あるの に対 し、井尻 一カプラソ ・

モ デ ルで は抽 出標 本 数 が、 監 査 人 の 常識 をは るか に 超え るほ ど大 き くは な ら

オーデイテープ

ない と考 え られ る点 で ある6(ハ ス キ ンズ 、セルズ会 計事務所 のAuditape

の場 合は 例外 で あ るが 、そ の統 計理 論 は 公表 さ れ てい ない)。 勿 論代 表 サ ン

プ リング理 論 に 基 づ く従 来 の 標本 抽 出 と井尻 一 ヵプ ラン ・モデルに於 け る標 本

抽 出 とでは その 前 提 や 目的 が異 な るの で、正 し く比 較す る こ とは 出来 ない 。

そ の才三 は 、井 尻一 カプラン ・モデル で は、ある項 目の 監 査 に於 け る複数 の
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監 査手続 を統 合 して標 本抽 出す る こ とが理 論 上 可能 な点 で あ る。監 査 の 目的

が真 実(絶 対 的真 実 とい う意 味 では ない)の 金 額 を知 る こ とに あ る以 上、 真

実 で ない もの を 全て エ ラーと考 えて、 井 尻 一 カプラン ・モデルを 適 用 すれ ば 、

この項 目の監 査 は 、 この モデ ルに よっ て抽 出され た標本 だ けに っ いて検 査す

れ ば十 分 で あ る。 例え ば売掛 金 の監 査 を実 施す る場 合(一 部 は 関連 項 目で あ

る売上 高 の 監査 と も関係 して ぐる)監 査 人 は 通 常次 の よ うな 標 本抽 出を行 な

うで あう う。

一 定 金額 以 上 の取 引の 抽 出

特 定 期間 外の 取 引 の抽 出

特 殊 な取 引 形 態 の ものX抽 出

売 掛 債権 の うち一 定以上 の年 令 の ものS抽 出

取 引決 済 の 回転 率 が一 定 率 以上 悪 い ものS抽 出

ζれ らり標 本抽 出は 、 金 額 的に 重 要 性 の ある もの或 い は エ ラー を 含む 確率 の

高 い もの を狙っ て なさ れ た もの で あるが 、 これ らの 手続 を個 々に 適用 して抽

出さ れ た標 本は 井 尻 一 カプラン・モデルを適 用 した場 合 と大差 な いで あろ う。

井 尻 一 ヵプラン・モデル では、監 査対 象 は 予め エ ラー率別 、 金額 階層別 に分 け

られて お り、そ れ に よ る標 本 抽 出は 、金額 的 重 要性 の ある もの と、相対 的危

険 性 の ある ものが 重点 的に行 なわ れ る か ら であ る。

ζg)よ うに井 尻 カ ブ ラン ・モ デ ル では 従来 監査 人 が 監 査 目標 毎 に個 々に適

用 して来 た種 々の標本 抽出 を統 合 的に 実 施す る こ とが 可 能 で あ るか ら、 監査

人 は一 回 の標 本 抽 出だ け で済 ま せ る こ とが 可 能 で あ る。 監査 人 が監 査対 象 に

つ いて 予 め エ ラ ー率 別 ・金 額 階層 別 に 把握 して い る以上 、 これ は 当 然の こ と

か も知 れ な い。 逆 に い えば監 査 人は 監査 対 象 を エ ラ ー率別 、 金額 階層別 に 把

握 す るた めに従 来 適 用 され て きた よ うな種 々の監 査 手続 を とれ ば よ く、 監 査
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、

人 が それ に よっ て得 た 、或い は 従 来 持 っ てい た 知識 か ら監 査 対 象 を エ ラー率

別 ・金 額 階 層別 に区 分 す れ ば、 井 尻 一 カプラン・モデルに よっ て 抽 出 され た標

本 にっ い てのみ検 査 す れ ば よい こ と とな る。

前述 の 種 々の 秀 れ た 点が あ る反 面 、井 尻 ≡ カプラン・モデル を監 査 入 が 実 際

に適用 す る場 合に はか な り厄介 な問 題 が あ る。

そ のオ ー は 、 監査対 象 を エ ラー率別 、金額 階 層別 に分 け て把 握 しな け れ ば

な らな い こ とで あ るが 、従 来 監 査人 は この よ うな観 点か ら監査 対 象 を分 類 し

た ことは ま れで あろ うか ら、実 際問 題 と して 多 大 の労 力 と費 用 を 要 す る と考

え られ る ことで ある。 逆 に言え ば監査 人 に対 して この よ うな観 点 に立 って 監

査 す る よ うな意 識 の変 化 が要 求 され るで あろ う。 また この際 何 を も って エ ラ

ー とす る か を予 め定 め ておか ねば な らな いが
、 エ ラーの 範囲 を拡 大 すれ ば エ

ラ ー率 別 、金 額 階 層別 表 の作 成は 著 しく困難 な もの となろ う。 しか し前 述 し

た通 り、 エラ ーの範 囲 を拡 大 して 例 えば 真実 でな い もの は 全 て エラ ーと して

エ ラー率別 ・金 額 階層別 表 を作 成す れ ば この モ デ ルに よって抽 出 さ れ た標 本

だ け に っい て検 査 すれ ば よ く、 監査 手続 が異 な る 毎に 標本 抽 出 を行 な う必 要

は なレ、。

そ のオ ニ は、井 尻 一 カプラン ・モデ ルの 制 約 式 に於 け る種 々 の 定 数 と監 査 人

が どの よ うに与 え るか につ い て で あ る。 制 約式 の定 数が どの よ うな意 味 を有

す るか に っい ては 尋 問 的 な 知識 が必 要 で あ り、監 査 入は 当然 そ の よ うな 知 識

を有 す るス タ ッ フを 用意 しなけ れ ば な らな い。

しか し以 上 の よ うな 問題 が解 決 さ れsば ・ 井 尻 一 カプラン ・モデルに よ る統

計 的 試査 は 監査 人 に とっ てE.D.P会 計 時代 にマ ッチ した 強 力 な武器 とな ろ

う。

〆

一103一



第4章 展 望

当部 会本 年度 の 中心 テ ーマは才3章 ま で にの べ られ てい る よ うに 新 ら しい 考

考 え 方に 立 つMODELの 理 論 的構 造 を検 討す る こ とに あ った。

この考 え方 が発 生 す るた め の基 盤 と しては 、 米 国の8大 公認会 計 士 事務 所の

有 す る 各 監査 プ ロ グ ラ ムをは じ めソ フ トウ ェア会 社 等 の販 売 して い る もの も含

め て約20種 類 に達 す る既 成 プ ログ ラ ムの 存在 とそ の活 用が あ る こ とを 指摘 で

きるで あろ う。

そ こ でわが 国 の 現 状 を比較 した と きの展 望 の オ1点 はす で にわが 国 に も数 種

類 の監 査 プ ロ グラ ムが存 在 す る こ とで もあ る し、各 企 業に お け る 内 部監 査 に お

け る二 二ズ と外部 監 査 あ るい は外部 調 査 担 当者 の ニ ーズの盛 り上 りの程 度 の 問

題 で ある 。 オ2点 は現 実 に 既成 監 査 プロ グラ ム(自 社 開 発の ものな らば な お よ

い)の 活 用 とその メ インテナ ンスを行 な う こ とで ある。EDP会 計 シス テ ムの

日進 月歩 と もい うべ き発 展 と、 ハ ー ドウ ェアの 進 歩 お よび これ に伴 うソ フ トウ

ェアの 開発 状況 を勘 案 す る と、 いか な る既 成 の監 査 プ ログ ラム もか な りの頻 度

で改 善 を促 が さ れ てい る とい え よ う。 た とえ ば井 尻 一 カ プ ラン ・モデ ルの発 生

もそ の一 う の現れ で あ ろ う。

オ3点 は#尻 一 カ プ ラ ン ・モ デ ルそ の もの の 考 え方 を さ らに検 討 し、 実 用 化段

階 にい た ら しめ る 肉づ け の怒 力 が予 測 され る。

す でに 実 用化 され て い る多 数 の 監査 プ ログ ラ ム もその 開発 の 才 一 段階 には本

年 度 当 部会 が行 な った よ うな検 討 が行 なわ れ たで あろ う と推定 で き るか らで あ

る。
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